
 

 

事 務 連 絡  

令和３年５月 27 日 

  都道府県 

各 指定都市 動物愛護管理主管課（室）長 殿 

  中 核 市 

 

環境省自然環境局総務課 

動物愛護管理室長 

 

 「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行につ 

 いて（通知）」（令和３年４月１日環自総発第 21040110 号）別添１の差替えに

ついて 

 

 

標記通知において、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律（令

和元年法律第 39 号）の一部施行に伴い、第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱

業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令（令和３年環境省令第７

号）を制定した旨御連絡していましたが、同省令附則第二条について、下記の官

報正誤が発生していたため、同通知の別添１について、添付資料に差し替えます。 

 

記 

 

誤 正 

 （経過措置） 

第二条 この省令の施行の際現に法第

十条第一項の登録を受けている者に

おけるケージ等の規模等については、

この省令の施行の日から起算して一

年を経過する日までの間は、第二条第

一号ロ(1)(二)及び同号ハ(7)並びに同

条第七号ソの規定は適用しない。この

場合において、第二条第一号ロ(1)(一)

中「犬及び猫以外の動物」とあるのは

「動物」と読み替えるものとする。 

２ （略） 

 （経過措置） 

第二条 この省令の施行の際現に法第

十条第一項の登録を受けている者に

おけるケージ等の規模等については、

この省令の施行の日から起算して一

年を経過する日までの間は、第二条第

一号ロ(3)(二)及び同号ハ(7)並びに同

条第七号ソの規定は適用しない。この

場合において、第二条第一号ロ(3)(一) 

中「犬及び猫以外の動物」とあるのは

「動物」と読み替えるものとする。 

２ （略） 

 



 

 

１ 
 

○
環
境
省
令
第
七
号 

 
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
三
十
九
号
）
の
一
部
の
施

行
に
伴
い
、
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
第
一
種

動
物
取
扱
業
者
及
び
第
二
種
動
物
取
扱
業
者
が
取
り
扱
う
動
物
の
管
理
の
方
法
等
の
基
準
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。 

令
和
三
年
四
月
一
日 

 

環
境
大
臣 

小
泉
進
次
郎 

 

第
一
種
動
物
取
扱
業
者
及
び
第
二
種
動
物
取
扱
業
者
が
取
り
扱
う
動
物
の
管
理
の
方
法
等
の
基
準
を
定
め
る
省 

 
 

 
 

 

令 

（
定
義
） 

第
一
条 

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。

）
及
び
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
環
境
省
令
第
一
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い

う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
定
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号

別添１



 

 

２ 
 

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 
運
動
ス
ペ
ー
ス
一
体
型
飼
養
等 

犬
又
は
猫
の
寝
床
及
び
休
息
場
所
並
び
に
運
動
場
の
機
能
が
一
体
的
に
備
わ

っ
た
ケ
ー
ジ
等
を
使
用
し
て
犬
又
は
猫
を
飼
養
又
は
保
管
を
す
る
こ
と
を
い
う
。 

二 

運
動
ス
ペ
ー
ス
分
離
型
飼
養
等 

犬
又
は
猫
の
寝
床
及
び
休
息
場
所
と
し
て
用
い
る
ケ
ー
ジ
等
並
び
に
運
動
場

と
し
て
用
い
る
ケ
ー
ジ
等
（
以
下
「
分
離
型
運
動
ス
ペ
ー
ス
」
と
い
う
。
）
の
両
者
を
使
用
し
て
犬
又
は
猫
を

飼
養
又
は
保
管
を
す
る
こ
と
を
い
う
。 

（
第
一
種
動
物
取
扱
業
者
が
取
り
扱
う
動
物
の
管
理
の
方
法
等
の
基
準
） 

第
二
条 

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
種
動
物
取
扱
業
者
が
取
り
扱
う
動
物
の
管
理
の
方
法
等
に
関
し

環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。 

一 

飼
養
施
設
の
管
理
、
飼
養
施
設
に
備
え
る
設
備
の
構
造
及
び
規
模
並
び
に
当
該
設
備
の
管
理
に
関
す
る
事
項 

 

イ 

飼
養
施
設
の
管
理
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

⑴ 

定
期
的
に
清
掃
及
び
消
毒
を
行
う
と
と
も
に
、
汚
物
、
残
さ
等
を
適
切
に
処
理
し
、
衛
生
管
理
及
び
周
辺

の
生
活
環
境
の
保
全
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
清
潔
を
保
つ
こ
と
。 



 

 

３ 
 

⑵ 

一
日
一
回
以
上
巡
回
を
行
い
、
保
守
点
検
を
行
う
こ
と
。 

⑶ 

清
掃
、
消
毒
及
び
保
守
点
検
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
記
録
し
た
台
帳
を
調
製
し
、
こ
れ
を
五
年
間
保
管
す

る
こ
と
。 

⑷ 

動
物
の
鳴
き
声
、
臭
気
、
動
物
の
毛
等
に
よ
り
周
辺
の
生
活
環
境
を
著
し
く
損
な
わ
な
い
よ
う
、
飼
養
施

設
の
開
口
部
を
適
切
に
管
理
す
る
こ
と
。 

⑸ 

動
物
の
鳴
き
声
に
よ
り
周
辺
の
生
活
環
境
を
著
し
く
損
な
う
事
態
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
鳴
き
声
が
外
部
に
伝
播
し
に
く
く
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。 

⑹ 

動
物
の
逸
走
を
防
止
す
る
た
め
、
飼
養
施
設
の
管
理
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
必
要
に
応
じ
て
施
錠
設
備

を
備
え
る
こ
と
。 

ロ 

飼
養
施
設
に
備
え
る
設
備
の
構
造
、
規
模
等
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

 

⑴ 

臭
気
の
拡
散
又
は
動
物
の
毛
等
の
飛
散
に
よ
り
、
飼
養
施
設
の
環
境
又
は
そ
の
周
辺
の
生
活
環
境
を
著

し
く
損
な
う
事
態
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
空
気
清
浄
機
、
脱
臭
装
置
、
汚
物
用

の
密
閉
容
器
等
を
備
え
る
こ
と
。 



 

 

４ 
 

 

⑵ 

ね
ず
み
、
は
え
、
蚊
、
の
み
そ
の
他
の
衛
生
動
物
が
侵
入
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
侵
入
の
防
止
又
は
駆
除
を
行
う
た
め
の
設
備
を
備
え
る
こ
と
。 

 
 

 

⑶ 
ケ
ー
ジ
等
の
規
模
は
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
傷
病
動
物
の
飼
養
若
し
く
は
保
管
を
し
、

又
は
動
物
を
一
時
的
に
保
管
す
る
等
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

㈠ 

犬
及
び
猫
以
外
の
動
物
の
ケ
ー
ジ
等
は
、
個
々
の
動
物
が
自
然
な
姿
勢
で
立
ち
上
が
る
、
横
た
わ
る
、

羽
ば
た
く
等
の
日
常
的
な
動
作
を
容
易
に
行
う
た
め
の
十
分
な
広
さ
及
び
空
間
を
有
す
る
も
の
と
す
る
こ

と
。
飼
養
期
間
が
長
期
間
に
わ
た
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
走
る
、
登
る
、
泳
ぐ
、
飛
ぶ

等
の
運
動
が
で
き
る
よ
う
に
、
よ
り
一
層
の
広
さ
及
び
空
間
を
有
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

㈡ 

犬
又
は
猫
の
ケ
ー
ジ
等
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。
飼
養
期
間
が
長
期
間
に
わ
た
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
走
る
等
の
運
動
が
で
き
る
よ
う
に
、
運
動
ス
ペ
ー
ス
一
体
型
飼
養
等
又
は
運
動
ス
ペ
ー
ス 

 
 

 

分
離
型
飼
養
等
に
よ
る
こ
と
。 

（ イ ） 

犬
に
あ
っ
て
は
、
一
頭
当
た
り
の
ケ
ー
ジ
等
の
規
模
は
、
縦
の
長
さ
が
体
長
（
胸
骨
端
か
ら
坐
骨

端
ま
で
の
長
さ
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
二
倍
以
上
、
横
の
長
さ
が
体
長
の
一
・
五
倍
以
上
及
び



 

 

５ 
 

高
さ
が
体
高
（
地
面
か
ら
キ
甲
部
ま
で
の
垂
直
距
離
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
二
倍
以
上
（
複
数 

の
犬
を
同
一
の
ケ
ー
ジ
等
で
飼
養
又
は
保
管
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
犬
の
う
ち
最
も
体

高
が
高
い
犬
の
体
高
の
二
倍
以
上
）
と
す
る
こ
と
。 

（ ロ ） 
猫
に
あ
っ
て
は
、
一
頭
当
た
り
の
ケ
ー
ジ
等
の
規
模
は
、
縦
の
長
さ
が
体
長
の
二
倍
以
上
、
横
の

長
さ
が
体
長
の
一
・
五
倍
以
上
及
び
高
さ
が
体
高
の
三
倍
以
上
（
複
数
の
猫
を
同
一
の
ケ
ー
ジ
等
で

飼
養
又
は
保
管
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
猫
の
う
ち
最
も
体
高
が
高
い
猫
の
体
高
の
三
倍

以
上
）
と
す
る
と
と
も
に
、
ケ
ー
ジ
等
内
に
一
以
上
の
棚
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
ケ
ー
ジ
等

を
二
段
以
上
の
構
造
と
す
る
こ
と
。 

（ ハ ） 

運
動
ス
ペ
ー
ス
一
体
型
飼
養
等
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
ケ
ー
ジ
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お

り
と
す
る
こ
と
。 

（ ⅰ ） 

犬
に
あ
っ
て
は
、
一
頭
当
た
り
（
同
一
の
ケ
ー
ジ
等
内
で
親
と
そ
の
子
犬
の
み
を
飼
養
又
は
保

管
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
子
犬
は
こ
れ
を
頭
数
に
含
め
な
い
。
以
下
こ
の

（ ⅰ ）
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
ケ
ー
ジ
等
の
規
模
は
、
床
面
積
が
運
動
ス
ペ
ー
ス
分
離
型
飼
養
等
を
行
う
場
合
の
ケ
ー
ジ
等



 

 

６ 
 

の
一
頭
当
た
り
の
床
面
積
の
六
倍
以
上
（
複
数
の
個
体
を
同
一
の
ケ
ー
ジ
等
内
で
飼
養
又
は
保
管

を
す
る
場
合
は
そ
の
二
分
の
一
以
上
）
（
複
数
の
個
体
を
同
一
の
ケ
ー
ジ
等
内
で
飼
養
又
は
保
管

を
す
る
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
犬
の
う
ち
最
も
体
長
が
長
い
犬
の
床
面
積
の
六
倍
以
上
が
確
保
さ
れ

て
い
る
こ
と
。
）
及
び
高
さ
が
体
高
の
二
倍
以
上
（
複
数
の
犬
を
同
一
の
ケ
ー
ジ
等
で
飼
養
又
は

保
管
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
犬
の
う
ち
最
も
体
高
が
高
い
犬
の
体
高
の
二
倍
以
上
）

と
す
る
こ
と
。 

（ ⅱ ） 

猫
に
あ
っ
て
は
、
一
頭
当
た
り
（
同
一
の
ケ
ー
ジ
等
内
で
親
と
そ
の
子
猫
の
み
を
飼
養
又
は
保

管
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
子
猫
は
こ
れ
を
頭
数
に
含
め
な
い
。
以
下
こ
の

（ ⅱ ）
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
ケ
ー
ジ
等
の
規
模
は
、
床
面
積
が
運
動
ス
ペ
ー
ス
分
離
型
飼
養
等
を
行
う
場
合
の
ケ
ー
ジ
等

の
一
頭
当
た
り
の
床
面
積
の
二
倍
以
上
（
複
数
の
個
体
を
同
一
の
ケ
ー
ジ
等
内
で
飼
養
又
は
保
管

を
す
る
場
合
は
そ
の
二
分
の
一
以
上
）
（
複
数
の
個
体
を
同
一
の
ケ
ー
ジ
等
内
で
飼
養
又
は
保
管

を
す
る
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
猫
の
う
ち
最
も
体
長
が
長
い
猫
の
床
面
積
の
二
倍
以
上
が
確
保
さ
れ

て
い
る
こ
と
。
）
及
び
高
さ
が
体
高
の
四
倍
以
上
（
複
数
の
猫
を
同
一
の
ケ
ー
ジ
等
で
飼
養
又
は



 

 

７ 
 

保
管
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
猫
の
う
ち
最
も
体
高
が
高
い
猫
の
体
高
の
四
倍
以
上
）

と
す
る
と
と
も
に
、
ケ
ー
ジ
等
内
に
二
以
上
の
棚
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
ケ
ー
ジ
等
を
三

段
以
上
の
構
造
と
す
る
こ
と
。 

（ ニ ） 
運
動
ス
ペ
ー
ス
分
離
型
飼
養
等
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
運
動
ス
ペ
ー
ス
一
体
型
飼
養
等
を
行

う
場
合
に
お
け
る
ケ
ー
ジ
等
以
上
の
広
さ
を
有
す
る
分
離
型
運
動
ス
ペ
ー
ス
を
備
え
る
こ
と
。 

⑷ 

ケ
ー
ジ
等
及
び
訓
練
場
は
、
突
起
物
、
穴
、
く
ぼ
み
、
斜
面
等
に
よ
っ
て
、
動
物
が
傷
害
等
を
受
け
る
お

そ
れ
が
な
い
よ
う
な
安
全
な
構
造
及
び
材
質
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
犬
又
は
猫
の
飼
養
施
設
に
あ
っ
て
は
、

ケ
ー
ジ
等
及
び
訓
練
場
は
、
床
材
と
し
て
金
網
が
使
用
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
す
る
（
犬
又
は
猫
の
四
肢
の

肉
球
が
傷
ま
な
い
よ
う
に
管
理
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
と
と
も
に
、
錆
、
割
れ
、
破
れ
等
の
破
損
が

な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

⑸ 

ケ
ー
ジ
等
及
び
訓
練
場
の
床
、
内
壁
、
天
井
及
び
附
属
設
備
は
、
清
掃
が
容
易
で
あ
る
等
衛
生
状
態
の
維

持
及
び
管
理
が
し
や
す
い
構
造
及
び
材
質
と
す
る
こ
と
。 

⑹ 

ケ
ー
ジ
等
及
び
訓
練
場
は
、
動
物
の
種
類
、
習
性
、
運
動
能
力
、
数
等
に
応
じ
て
、
動
物
の
逸
走
を
防
止



 

 

８ 
 

で
き
る
構
造
及
び
強
度
と
す
る
こ
と
。 

ハ 

飼
養
施
設
に
備
え
る
設
備
の
管
理
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

⑴ 
ケ
ー
ジ
等
に
、
給
餌
及
び
給
水
の
た
め
の
器
具
を
備
え
る
こ
と
。
た
だ
し
、
一
時
的
に
飼
養
又
は
保
管
を

す
る
等
の
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

⑵ 

ケ
ー
ジ
等
に
、
動
物
の
生
態
及
び
習
性
並
び
に
飼
養
期
間
に
応
じ
て
、
遊
具
、
止
ま
り
木
、
砂
場
及
び
水

浴
び
、
休
息
等
が
で
き
る
設
備
を
備
え
る
こ
と
。 

⑶ 

ケ
ー
ジ
等
の
清
掃
を
一
日
一
回
以
上
行
い
、
残
さ
、
汚
物
等
を
適
切
に
処
理
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
草
地

等
に
お
い
て
飼
養
又
は
保
管
を
す
る
等
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。 

⑷ 

ふ
ん
尿
に
係
る
動
物
の
衛
生
管
理
の
た
め
、
ケ
ー
ジ
等
に
は
、
ふ
ん
尿
の
受
け
皿
を
備
え
、
又
は
床
敷
き

を
敷
く
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。 

⑸ 

保
管
業
者
及
び
訓
練
業
者
に
あ
っ
て
は
、
⑷
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
飼
養
又
は
保
管
を
す
る
動
物
を
搬

出
す
る
た
び
に
ケ
ー
ジ
等
の
清
掃
及
び
消
毒
を
行
う
こ
と
。 

⑹ 

動
物
の
逸
走
を
防
止
す
る
た
め
、
ケ
ー
ジ
等
及
び
訓
練
場
に
、
必
要
に
応
じ
て
施
錠
設
備
を
備
え
る
こ
と
。 
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⑺ 

運
動
ス
ペ
ー
ス
分
離
型
飼
養
等
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
分
離
型
運
動
ス
ペ
ー
ス
は
、
常
時
、
犬
又
は

猫
の
運
動
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
で
維
持
管
理
を
行
う
こ
と
。 

二 

動
物
の
飼
養
又
は
保
管
に
従
事
す
る
従
業
者
の
員
数
に
関
す
る
事
項 

飼
養
又
は
保
管
を
す
る
動
物
の
種
類
及
び
数
は
、
飼
養
施
設
の
構
造
及
び
規
模
並
び
に
動
物
の
飼
養
又
は
保

管
に
当
た
る
職
員
数
に
見
合
っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。
特
に
、
犬
又
は
猫
の
飼
養
施
設
に
お
い
て
は
、
飼
養
又

は
保
管
に
従
事
す
る
職
員
（
常
勤
の
職
員
以
外
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
当
該
職
員
の
そ
れ
ぞ
れ
の
勤
務
延
時
間

数
の
総
数
を
当
該
事
業
所
に
お
い
て
常
勤
の
職
員
が
勤
務
す
べ
き
時
間
数
で
除
し
た
数
値
（
整
数
未
満
の
端
数

が
あ
る
場
合
は
、
当
該
端
数
を
切
り
捨
て
る
。
）
を
職
員
数
と
す
る
。
）
一
人
当
た
り
の
飼
養
又
は
保
管
を
す

る
頭
数
（
親
と
同
居
す
る
子
犬
又
は
子
猫
の
頭
数
及
び
繁
殖
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
や
め
た
犬
又
は
猫
の
頭
数

（
そ
の
者
の
飼
養
施
設
に
い
る
も
の
に
限
る
。
）
は
除
く
。
）
の
上
限
は
、
犬
に
つ
い
て
は
二
十
頭
、
猫
に
つ

い
て
は
三
十
頭
と
し
、
こ
の
う
ち
、
繁
殖
の
用
に
供
す
る
犬
に
つ
い
て
は
十
五
頭
、
繁
殖
の
用
に
供
す
る
猫
に

つ
い
て
は
二
十
五
頭
と
す
る
。
た
だ
し
、
犬
及
び
猫
の
双
方
を
飼
養
又
は
保
管
す
る
場
合
の
一
人
当
た
り
の
飼

養
又
は
保
管
を
す
る
頭
数
の
上
限
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。 



 

 

１０ 
 

三 

動
物
の
飼
養
又
は
保
管
を
す
る
環
境
の
管
理
に
関
す
る
事
項 

イ 

動
物
の
生
理
、
生
態
、
習
性
等
に
適
し
た
温
度
、
明
る
さ
、
換
気
、
湿
度
等
が
確
保
さ
れ
、
及
び
騒
音
が

防
止
さ
れ
る
よ
う
、
飼
養
又
は
保
管
を
す
る
環
境
（
以
下
「
飼
養
環
境
」
と
い
う
。
）
の
管
理
を
行
う
こ
と
。

特
に
、
販
売
業
者
が
、
夜
間
（
午
後
八
時
か
ら
翌
日
午
前
八
時
ま
で
の
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
犬
及

び
猫
以
外
の
動
物
の
展
示
を
行
う
場
合
に
は
、
明
る
さ
の
抑
制
等
の
飼
養
環
境
の
管
理
に
配
慮
す
る
こ
と
。 

ロ 

犬
又
は
猫
の
飼
養
又
は
保
管
を
行
う
場
合
に
は
、
飼
養
施
設
に
温
度
計
及
び
湿
度
計
を
備
え
付
け
た
上
で

、
低
温
又
は
高
温
に
よ
り
動
物
の
健
康
に
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
、
飼
養
環
境
の
管
理
を
行
う

と
と
も
に
、
臭
気
に
よ
り
飼
養
環
境
又
は
そ
の
周
辺
の
生
活
環
境
を
損
な
わ
な
い
よ
う
、
飼
養
施
設
の
清
潔

を
保
つ
こ
と
。 

ハ 

犬
又
は
猫
の
飼
養
又
は
保
管
を
行
う
場
合
に
は
、
自
然
採
光
又
は
照
明
に
よ
り
、
日
長
変
化
（
昼
夜
の
長

さ
の
季
節
変
化
を
い
う
。
第
三
条
第
三
号
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
応
じ
て
光
環
境
を
管
理
す
る
こ
と
。 

ニ 

動
物
の
死
体
は
、
速
や
か
に
か
つ
適
切
に
処
理
す
る
こ
と
。 

ホ 

動
物
の
鳴
き
声
、
臭
気
、
動
物
の
毛
等
、
ね
ず
み
、
は
え
、
蚊
、
の
み
そ
の
他
の
衛
生
動
物
等
に
よ
り
、
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周
辺
の
生
活
環
境
を
著
し
く
損
な
わ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。
特
に
、
飼
養
施
設
が
住
宅
地
に
立
地
し
て
い

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
長
時
間
に
わ
た
る
、
又
は
深
夜
に
お
け
る
鳴
き
声
等
に
よ
る
生
活
環
境
へ
の
影
響
が

生
じ
な
い
よ
う
、
動
物
を
管
理
す
る
こ
と
。 

四 

動
物
の
疾
病
等
に
係
る
措
置
に
関
す
る
事
項 

 

イ 

新
た
な
動
物
の
飼
養
施
設
へ
の
導
入
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
動
物
が
健
康
で
あ
る
こ
と
を
目
視
又
は
導
入

に
係
る
契
約
の
相
手
方
等
か
ら
の
聴
取
り
に
よ
り
確
認
し
、
そ
れ
ま
で
の
間
、
必
要
に
応
じ
て
他
の
動
物
と

接
触
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。
競
り
あ
っ
せ
ん
業
者
（
登
録
を
受
け
て
動
物
の
売
買
を
し
よ
う
と
す
る

者
の
あ
っ
せ
ん
を
会
場
を
設
け
て
競
り
の
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
を
業
と
し
て
営
む
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
が
、
競
り
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
当
該
競
り
に
付
さ
れ
る
動
物
を
一
時
的
に
保
管
す
る
場
合
も
同
様
と
す

る
。 

ロ 

飼
養
又
は
保
管
を
す
る
動
物
の
疾
病
及
び
傷
害
の
予
防
、
寄
生
虫
の
寄
生
の
予
防
又
は
駆
除
等
日
常
的
な

健
康
管
理
を
行
う
こ
と
。 

ハ 

一
年
以
上
継
続
し
て
飼
養
又
は
保
管
を
行
う
犬
又
は
猫
に
つ
い
て
は
、
毎
年
一
回
以
上
獣
医
師
に
よ
る
健
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康
診
断
（
繁
殖
に
供
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
繁
殖
の
適
否
に
関
す
る
診
断
を
含
む
。
）
を
受
け
さ
せ
、
そ

の
結
果
を
記
載
し
た
診
断
書
を
五
年
間
保
存
す
る
こ
と
。 

ニ 
販
売
業
者
、
貸
出
業
者
及
び
展
示
業
者
（
登
録
を
受
け
て
展
示
業
を
営
む
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

に
あ

っ
て
は
、
高
齢
猫
（
生
後
十
一
年
以
上
の
猫
を
目
安
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
展
示
を
行
う
場
合
に
は
、

当
該
高
齢
猫
に
定
期
的
に
健
康
診
断
を
受
け
さ
せ
る
等
、
当
該
高
齢
猫
の
健
康
に
配
慮
し
た
取
扱
い
に
努
め

る
こ
と
。 

ホ 

疾
病
の
予
防
等
の
た
め
に
、
必
要
に
応
じ
て
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
行
う
こ
と
。 

ヘ 

動
物
が
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
傷
害
を
負
っ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
必
要
な
処
置
を
行
う
と
と
も
に
、

必
要
に
応
じ
て
獣
医
師
に
よ
る
診
療
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
。 

ト 

ね
ず
み
、
は
え
、
蚊
、
の
み
そ
の
他
の
衛
生
動
物
に
よ
り
動
物
が
健
康
被
害
を
受
け
な
い
よ
う
、
そ
の
発

生
及
び
侵
入
の
防
止
又
は
駆
除
を
行
う
こ
と
。 

 

チ 

販
売
業
者
に
あ
っ
て
は
、
契
約
に
当
た
っ
て
、
飼
養
又
は
保
管
を
し
て
い
る
間
に
疾
病
等
の
治
療
、
ワ
ク

チ
ン
の
接
種
等
を
行
っ
た
動
物
に
つ
い
て
、
獣
医
師
が
発
行
し
た
疾
病
等
の
治
療
、
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
等
に
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係
る
証
明
書
を
顧
客
に
交
付
す
る
こ
と
。
ま
た
、
当
該
動
物
の
仕
入
先
か
ら
受
け
取
っ
た
疾
病
等
の
治
療
、

ワ
ク
チ
ン
の
接
種
等
に
係
る
証
明
書
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
も
併
せ
て
交
付
す
る
こ
と
。 

五 

動
物
の
展
示
又
は
輸
送
の
方
法
に
関
す
る
事
項 

 

イ 

動
物
の
展
示
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

⑴ 

販
売
業
者
、
貸
出
業
者
及
び
展
示
業
者
に
あ
っ
て
は
、
犬
又
は
猫
の
展
示
を
行
う
場
合
に
は
、
午
前
八
時

か
ら
午
後
八
時
ま
で
の
間
に
お
い
て
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
特
定
成
猫
の
展
示
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、

午
前
八
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で
の
間
に
お
い
て
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
日
の
特

定
成
猫
の
展
示
時
間
（
特
定
成
猫
の
展
示
開
始
時
刻
及
び
展
示
終
了
時
刻
（
複
数
の
特
定
成
猫
の
展
示
を
行

う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
定
成
猫
の
展
示
開
始
時
刻
及
び
展
示
終
了
時
刻
）
の
う
ち
最
も
早
い

時
刻
か
ら
最
も
遅
い
時
刻
ま
で
の
時
間
を
い
う
。)

は
、
十
二
時
間
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。 

⑵ 

販
売
業
者
及
び
展
示
業
者
に
あ
っ
て
は
、
長
時
間
連
続
し
て
展
示
を
行
う
場
合
に
は
、
動
物
の
ス
ト
レ
ス

を
軽
減
す
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
そ
の
途
中
に
お
い
て
展
示
を
行
わ
な
い
時
間
を
設
け
る
こ
と
。
特
に
、

長
時
間
連
続
し
て
犬
又
は
猫
の
展
示
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
犬
又
は
猫
が
休
息
で
き
る
設
備
に
自
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由
に
移
動
で
き
る
状
態
を
確
保
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
状
態
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
展
示
を

行
う
時
間
が
六
時
間
を
超
え
る
ご
と
に
、
そ
の
途
中
に
展
示
を
行
わ
な
い
時
間
を
設
け
る
こ
と
。 

ロ 
動
物
の
輸
送
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
。
他
者
に
委
託
す
る
場
合
に
あ
っ
て
も
、
次
に
掲

げ
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

⑴ 

輸
送
設
備
（
動
物
の
輸
送
に
係
る
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
確
実
に
固
定
す
る
等
に
よ
り
衝
撃

に
よ
る
転
倒
を
防
止
す
る
こ
と
。 

⑵ 

輸
送
中
は
、
常
時
、
動
物
の
状
態
を
目
視
（
監
視
カ
メ
ラ
等
を
利
用
し
て
行
う
も
の
を
含
む
。
）
に
よ
り

確
認
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
設
備
を
備
え
、
又
は
必
要
な
体
制
を
確
保
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
航
空
輸
送
中

に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。 

⑶ 

輸
送
す
る
動
物
の
種
類
及
び
数
は
、
輸
送
設
備
の
構
造
及
び
規
模
並
び
に
輸
送
に
従
事
す
る
者
の
数
に
見

合
っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。 

⑷ 

輸
送
設
備
は
、
個
々
の
動
物
が
自
然
な
姿
勢
で
立
ち
上
が
る
、
横
た
わ
る
、
羽
ば
た
く
等
日
常
的
な
動
作

を
容
易
に
行
う
た
め
の
十
分
な
広
さ
及
び
空
間
を
有
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
動
物
の
健
康
及
び
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安
全
を
守
る
た
め
の
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

⑸ 

輸
送
設
備
は
、
定
期
的
な
清
掃
及
び
消
毒
の
実
施
に
よ
り
、
清
潔
を
保
つ
こ
と
。 

⑹ 
必
要
に
応
じ
て
空
調
設
備
を
備
え
る
等
に
よ
り
、
動
物
の
生
理
、
生
態
等
に
適
し
た
温
度
、
明
る
さ
、
換

気
、
湿
度
等
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
動
物
の
健
康
及
び
安
全
を
守
る
た
め
の
特
別
な

事
情
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

⑺ 

動
物
の
種
類
、
数
、
発
育
状
況
及
び
健
康
状
態
に
応
じ
、
餌
の
種
類
を
選
択
し
、
適
切
な
量
及
び
回
数
に

よ
り
給
餌
及
び
給
水
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
動
物
の
健
康
及
び
安
全
を
守
る
た
め
の
特
別
な
事
情
が
あ
る

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

⑻ 

動
物
の
疲
労
又
は
苦
痛
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
輸
送
時
間
は
で
き
る
限
り
短
く
す
る
と
と
も
に
、
輸
送
中

は
、
必
要
に
応
じ
て
休
息
又
は
運
動
の
た
め
の
時
間
を
確
保
す
る
こ
と
。 

⑼ 

衛
生
管
理
、
事
故
及
び
逸
走
の
防
止
並
び
に
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
全
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。 

⑽ 

販
売
業
者
及
び
貸
出
業
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
飼
養
施
設
に
輸
送
さ
れ
た
犬
又
は
猫
に
つ
い
て
は
、
輸
送

後
二
日
間
以
上
そ
の
状
態
（
下
痢
、
お
う
吐
、
四
肢
の
麻
痺
等
外
形
上
明
ら
か
な
も
の
に
限
る
。
）
を
目
視
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に
よ
っ
て
観
察
す
る
こ
と
。 

六 
動
物
を
繁
殖
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
回
数
、
繁
殖
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
動
物
の
選
定
そ
の
他

の
動
物
の
繁
殖
の
方
法
に
関
す
る
事
項 

イ 

販
売
業
者
、
貸
出
業
者
及
び
展
示
業
者
に
あ
っ
て
は
、
販
売
、
貸
出
し
又
は
展
示
の
用
に
供
す
る
た
め
に

動
物
を
繁
殖
さ
せ
る
場
合
に
は
、
遺
伝
性
疾
患
等
の
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
動
物
、
幼
齢
の
動

物
、
高
齢
の
動
物
等
を
繁
殖
の
用
に
供
し
、
又
は
遺
伝
性
疾
患
等
の
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
組

合
せ
に
よ
っ
て
繁
殖
を
さ
せ
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
希
少
な
動
物
の
保
護
増
殖
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
こ

の
限
り
で
な
い
。 

ロ 

販
売
業
者
、
貸
出
業
者
及
び
展
示
業
者
に
あ
っ
て
は
、
販
売
、
貸
出
し
又
は
展
示
の
用
に
供
す
る
た
め
に

動
物
を
繁
殖
さ
せ
る
場
合
に
は
、
み
だ
り
に
繁
殖
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
母
体
に
過
度
な
負
担
が
か
か
る
こ
と

を
避
け
、
飼
養
施
設
の
構
造
及
び
規
模
、
職
員
数
等
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
繁
殖
の
回
数
を
適
切
な
も
の
と
し

、
必
要
に
応
じ
繁
殖
を
制
限
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。 

ハ 

販
売
業
者
、
貸
出
業
者
及
び
展
示
業
者
に
あ
っ
て
は
、
販
売
、
貸
出
し
又
は
展
示
の
用
に
供
す
る
た
め
に
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動
物
を
繁
殖
さ
せ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
動
物
の
繁
殖
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
記
録
し
た
台
帳
を
調
製
し
、

こ
れ
を
五
年
間
保
管
す
る
こ
と
。 

ニ 
販
売
業
者
、
貸
出
業
者
及
び
展
示
業
者
に
あ
っ
て
は
、
販
売
、
貸
出
し
又
は
展
示
の
用
に
供
す
る
た
め
に

犬
を
繁
殖
さ
せ
る
場
合
に
は
、
生
涯
出
産
回
数
を
六
回
ま
で
と
す
る
と
と
も
に
、
雌
の
交
配
時
の
年
齢
を
六

歳
以
下
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
七
歳
に
達
し
た
時
点
で
生
涯
出
産
回
数
が
六
回
未
満
で
あ
る
こ
と
を
証
明

で
き
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
雌
の
交
配
時
の
年
齢
は
七
歳
以
下
と
す
る
。 

ホ 

販
売
業
者
、
貸
出
業
者
及
び
展
示
業
者
に
あ
っ
て
は
、
販
売
、
貸
出
し
又
は
展
示
の
用
に
供
す
る
た
め
に

猫
を
繁
殖
さ
せ
る
場
合
に
は
、
雌
の
交
配
時
の
年
齢
を
六
歳
以
下
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
七
歳
に
達
し
た

時
点
で
生
涯
出
産
回
数
が
十
回
未
満
で
あ
る
こ
と
を
証
明
で
き
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
雌
の
交
配
時
の

年
齢
は
七
歳
以
下
と
す
る
。 

へ 

販
売
業
者
、
貸
出
業
者
及
び
展
示
業
者
に
あ
っ
て
は
、
販
売
、
貸
出
し
又
は
展
示
の
用
に
供
す
る
た
め
に

犬
又
は
猫
を
繁
殖
さ
せ
る
場
合
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
獣
医
師
等
に
よ
る
診
療
を
受
け
さ
せ
、
又
は
助
言
を

受
け
る
こ
と
。 
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ト 

販
売
業
者
、
貸
出
業
者
及
び
展
示
業
者
に
あ
っ
て
は
、
販
売
、
貸
出
し
又
は
展
示
の
用
に
供
す
る
た
め
に

犬
又
は
猫
を
繁
殖
さ
せ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
帝
王
切
開
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
獣
医
師
に
行
わ
せ
る
と

と
も
に
、
出
生
証
明
書
並
び
に
母
体
の
状
態
及
び
今
後
の
繁
殖
の
適
否
に
関
す
る
診
断
書
の
交
付
を
受
け
、

こ
れ
ら
を
五
年
間
保
存
す
る
こ
と
。 

チ 

販
売
業
者
、
貸
出
業
者
及
び
展
示
業
者
に
あ
っ
て
は
、
販
売
、
貸
出
し
又
は
展
示
の
用
に
供
す
る
た
め
に

犬
又
は
猫
を
繁
殖
さ
せ
る
場
合
に
は
、
第
四
号
ハ
に
規
定
す
る
健
康
診
断
、
ト
に
規
定
す
る
帝
王
切
開
の
診

断
そ
の
他
の
診
断
の
結
果
に
従
う
と
と
も
に
、
繁
殖
に
適
さ
な
い
犬
又
は
猫
の
繁
殖
を
さ
せ
な
い
こ
と
。 

 
 

七 

そ
の
他
動
物
の
愛
護
及
び
適
正
な
飼
養
に
関
し
必
要
な
事
項 

 

イ 

犬
又
は
猫
を
飼
養
又
は
保
管
す
る
場
合
に
は
、
犬
又
は
猫
を
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
状
態
に
し
な
い

こ
と
。 

⑴ 

被
毛
に
ふ
ん
尿
等
が
固
着
し
た
状
態 

⑵ 

体
表
が
毛
玉
で
覆
わ
れ
た
状
態 

⑶ 

爪
が
異
常
に
伸
び
て
い
る
状
態 



 

 

１９ 
 

⑷ 

そ
の
他
犬
又
は
猫
の
適
切
な
飼
養
又
は
保
管
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
り
健
康
及
び
安
全
が
損
な
わ

れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
状
態 

ロ 
販
売
業
者
に
あ
っ
て
は
、
離
乳
等
を
終
え
て
、
成
体
が
食
べ
る
餌
と
同
様
の
餌
を
自
力
で
食
べ
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
動
物
（
哺
乳
類
に
属
す
る
動
物
に
限
る
。
）
を
販
売
に
供
す
る
こ
と
。 

ハ 

販
売
業
者
及
び
貸
出
業
者
に
あ
っ
て
は
、
飼
養
環
境
の
変
化
及
び
輸
送
に
対
し
て
十
分
な
耐
性
が
備
わ
っ

た
動
物
を
販
売
又
は
貸
出
し
に
供
す
る
こ
と
。 

ニ 

販
売
業
者
及
び
貸
出
業
者
に
あ
っ
て
は
、
二
日
間
以
上
そ
の
状
態
（
下
痢
、
お
う
吐
、
四
肢
の
麻
痺
等
外

形
上
明
ら
か
な
も
の
に
限
る
。
）
を
目
視
に
よ
っ
て
観
察
し
、
健
康
上
の
問
題
が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
な

か
っ
た
動
物
を
販
売
又
は
貸
出
し
に
供
す
る
こ
と
。 

ホ 

販
売
業
者
に
あ
っ
て
は
、
第
一
種
動
物
取
扱
業
者
を
相
手
方
と
し
て
動
物
を
販
売
し
よ
う
と
す
る
場
合
に

は
、
当
該
販
売
を
し
よ
う
と
す
る
動
物
に
つ
い
て
、
そ
の
生
理
、
生
態
、
習
性
等
に
合
致
し
た
適
正
な
飼
養

又
は
保
管
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
、
契
約
に
当
た
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
当
該
動
物
の
特
性
及
び

状
態
に
関
す
る
情
報
を
当
該
第
一
種
動
物
取
扱
業
者
に
対
し
て
文
書
（
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
を
交
付
し



 

 

２０ 
 

て
説
明
す
る
と
と
も
に
、
当
該
文
書
を
受
領
し
た
こ
と
に
つ
い
て
当
該
第
一
種
動
物
取
扱
業
者
に
署
名
等
に

よ
る
確
認
を
行
わ
せ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
⑵
か
ら
⑽
ま
で
に
掲
げ
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
説

明
す
れ
ば
足
り
る
も
の
と
す
る
。 

⑴ 

品
種
等
の
名
称 

⑵ 

性
成
熟
時
の
標
準
体
重
、
標
準
体
長
そ
の
他
の
体
の
大
き
さ
に
係
る
情
報 

⑶ 

平
均
寿
命
そ
の
他
の
飼
養
期
間
に
係
る
情
報 

⑷ 

飼
養
又
は
保
管
に
適
し
た
飼
養
施
設
の
構
造
及
び
規
模 

⑸ 

適
切
な
給
餌
及
び
給
水
の
方
法 

⑹ 

適
切
な
運
動
及
び
休
養
の
方
法 

⑺ 

主
な
人
と
動
物
の
共
通
感
染
症
そ
の
他
の
当
該
動
物
が
か
か
る
お
そ
れ
の
高
い
疾
病
の
種
類
及
び
そ
の
予

防
方
法 

⑻ 

不
妊
又
は
去
勢
の
措
置
の
方
法
及
び
そ
の
費
用
（
哺
乳
類
に
属
す
る
動
物
に
限
る
。
） 

⑼ 

⑻
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
み
だ
り
な
繁
殖
を
制
限
す
る
た
め
の
措
置
（
不
妊
又
は
去
勢
の
措
置
を
不
可
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逆
的
な
方
法
に
よ
り
実
施
し
て
い
る
場
合
を
除
く
。
） 

⑽ 

遺
棄
の
禁
止
そ
の
他
当
該
動
物
に
係
る
関
係
法
令
の
規
定
に
よ
る
規
制
の
内
容 

⑾ 
性
別
の
判
定
結
果 

⑿ 

生
年
月
日
（
輸
入
等
を
さ
れ
た
動
物
で
あ
っ
て
、
生
年
月
日
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
推
定

さ
れ
る
生
年
月
日
及
び
輸
入
年
月
日
等
） 

⒀ 

不
妊
又
は
去
勢
の
措
置
の
実
施
状
況
（
哺
乳
類
に
属
す
る
動
物
に
限
る
。
） 

⒁ 

繁
殖
を
行
っ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
登
録
番
号
又
は
所
在
地
（
輸
入
さ
れ
た
動
物
で
あ
っ
て
、
繁
殖

を
行
っ
た
者
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
動
物
を
輸
出
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
所
在
地

、
譲
渡
さ
れ
た
動
物
で
あ
っ
て
、
繁
殖
を
行
っ
た
者
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
譲
渡
し
た
者
の
氏

名
又
は
名
称
及
び
所
在
地
） 

⒂ 

所
有
者
の
氏
名
（
自
己
の
所
有
し
な
い
動
物
を
販
売
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
限
る
。
） 

⒃ 

当
該
動
物
の
病
歴
、
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
状
況
等 

⒄ 

当
該
動
物
の
親
及
び
同
腹
子
に
係
る
遺
伝
性
疾
患
の
発
生
状
況
（
哺
乳
類
に
属
す
る
動
物
に
限
り
、
か
つ



 

 

２２ 
 

、
関
係
者
か
ら
の
聴
取
り
等
に
よ
っ
て
も
知
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
） 

⒅ 

⑴
か
ら
⒄
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
動
物
の
適
正
な
飼
養
又
は
保
管
に
必
要
な
事
項 

ヘ 
販
売
業
者
に
あ
っ
て
は
、
法
第
二
十
一
条
の
四
の
規
定
に
基
づ
き
情
報
を
提
供
し
た
際
は
、
当
該
情
報
提

供
を
受
け
た
こ
と
に
つ
い
て
顧
客
に
署
名
等
に
よ
る
確
認
を
行
わ
せ
る
こ
と
。 

ト 

貸
出
業
者
に
あ
っ
て
は
、
貸
出
し
を
し
よ
う
と
す
る
動
物
の
生
理
、
生
態
、
習
性
等
に
合
致
し
た
適
正
な

飼
養
又
は
保
管
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
、
契
約
に
当
た
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
動
物
の
特
性

及
び
状
態
に
関
す
る
情
報
を
貸
出
先
に
対
し
て
提
供
す
る
こ
と
。 

⑴ 

品
種
等
の
名
称 

⑵ 

飼
養
又
は
保
管
に
適
し
た
飼
養
施
設
の
構
造
及
び
規
模 

⑶ 

適
切
な
給
餌
及
び
給
水
の
方
法 

⑷ 

適
切
な
運
動
及
び
休
養
の
方
法 

⑸ 

主
な
人
と
動
物
の
共
通
感
染
症
そ
の
他
の
当
該
動
物
が
か
か
る
お
そ
れ
の
高
い
疾
病
の
種
類
及
び
そ
の
予

防
方
法 
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⑹ 

遺
棄
の
禁
止
そ
の
他
当
該
動
物
に
係
る
関
係
法
令
の
規
定
に
よ
る
規
制
の
内
容 

⑺ 

性
別
の
判
定
結
果 

⑻ 
不
妊
又
は
去
勢
の
措
置
の
実
施
状
況
（
哺
乳
類
に
属
す
る
動
物
に
限
る
。
） 

⑼ 

当
該
動
物
の
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
状
況 

⑽ 

⑴
か
ら
⑼
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
動
物
の
適
正
な
飼
養
又
は
保
管
に
必
要
な
事
項 

チ 

競
り
あ
っ
せ
ん
業
者
に
あ
っ
て
は
、
実
施
し
た
競
り
に
お
い
て
売
買
が
行
わ
れ
る
際
に
、
販
売
業
者
に
よ

り
ホ
に
掲
げ
る
販
売
に
係
る
契
約
時
の
説
明
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。 

リ 

動
物
の
仕
入
れ
、
販
売
等
の
動
物
の
取
引
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
取
引
の
相
手
方

が
動
物
の
取
引
に
関
す
る
関
係
法
令
に
違
反
し
て
い
な
い
こ
と
及
び
違
反
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を
聴
取

し
、
違
反
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
取
引
の
相
手
方
と
動
物
の
取
引
を
行
わ
な
い
こ
と
。
特

に
、
特
定
動
物
の
取
引
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
相
手
方
が
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を

受
け
て
い
る
こ
と
を
許
可
証
等
に
よ
り
確
認
し
、
許
可
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該
特
定
動
物
の
取
引
を
行
わ
な
い
こ
と
。 
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ヌ 

ケ
ー
ジ
等
の
外
で
飼
養
又
は
保
管
を
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
管
理
を
徹
底
し
た
上
で
一
時
的
に
ケ
ー
ジ

等
の
外
で
飼
養
又
は
保
管
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

ル 
ケ
ー
ジ
等
に
入
れ
る
動
物
の
種
類
及
び
数
は
、
ケ
ー
ジ
等
の
構
造
及
び
規
模
に
見
合
っ
た
も
の
と
す
る
こ

と
。 

ヲ 

異
種
又
は
複
数
の
動
物
の
飼
養
又
は
保
管
を
す
る
場
合
に
は
、
ケ
ー
ジ
等
の
構
造
若
し
く
は
配
置
又
は
同

一
の
ケ
ー
ジ
等
内
に
入
れ
る
動
物
の
組
合
せ
を
考
慮
し
、
過
度
な
動
物
間
の
闘
争
等
が
発
生
す
る
こ
と
を
避

け
る
こ
と
。 

ワ 

幼
齢
な
犬
、
猫
等
の
社
会
化
（
そ
の
種
特
有
の
社
会
行
動
様
式
を
身
に
付
け
、
家
庭
動
物
、
展
示
動
物
等

と
し
て
周
囲
の
生
活
環
境
に
適
応
し
た
行
動
が
採
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
必

要
と
す
る
動
物
に
つ
い
て
は
、
そ
の
健
全
な
育
成
及
び
社
会
化
を
推
進
す
る
た
め
に
、
適
切
な
期
間
、
親
、

兄
弟
姉
妹
等
と
と
も
に
飼
養
又
は
保
管
を
す
る
こ
と
。 

 

カ 

保
管
業
者
及
び
訓
練
業
者
に
あ
っ
て
は
、
飼
養
又
は
保
管
を
す
る
動
物
間
に
お
け
る
感
染
性
の
疾
病
の
ま

ん
延
又
は
闘
争
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
、
親
、
子
、
同
腹
子
等
と
と
も
に
飼
養
又
は
保
管
を
す
る
こ
と
が



 

 

２５ 
 

妥
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
顧
客
の
動
物
を
個
々
に
収
容
す
る
こ
と
。
競
り
あ
っ
せ
ん
業
者

が
、
競
り
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
当
該
競
り
に
付
さ
れ
る
動
物
を
一
時
的
に
保
管
す
る
場
合
に
も
、
同
様
の

措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

ヨ 

動
物
の
種
類
、
数
、
発
育
状
況
、
健
康
状
態
及
び
飼
養
環
境
に
応
じ
、
餌
の
種
類
を
選
択
し
、
適
切
な
量

、
回
数
等
に
よ
り
給
餌
及
び
給
水
を
行
う
こ
と
。 

タ 

犬
又
は
猫
を
飼
養
又
は
保
管
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
清
潔
な
給
水
を
常
時
確
保
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、

傷
病
動
物
の
飼
養
若
し
く
は
保
管
を
し
、
又
は
動
物
を
一
時
的
に
保
管
す
る
等
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

レ 

走
る
、
登
る
、
泳
ぐ
、
飛
ぶ
等
の
運
動
が
困
難
な
ケ
ー
ジ
等
に
お
い
て
動
物
の
飼
養
又
は
保
管
を
す
る
場

合
に
は
、
こ
れ
に
よ
る
動
物
の
ス
ト
レ
ス
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
必
要
に
応
じ
て
運
動
の
時
間
を
設
け
る
こ

と
。 

ソ 

運
動
ス
ペ
ー
ス
分
離
型
飼
養
等
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
飼
養
又
は
保
管
を
す
る
犬
又
は
猫
を
、
一
日

当
た
り
三
時
間
以
上
分
離
型
運
動
ス
ペ
ー
ス
内
で
自
由
に
運
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
こ
と
。
た



 

 

２６ 
 

だ
し
、
傷
病
動
物
の
飼
養
若
し
く
は
保
管
を
し
、
又
は
動
物
を
一
時
的
に
保
管
す
る
等
特
別
な
事
情
が
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

ツ 
犬
又
は
猫
を
飼
養
又
は
保
管
す
る
場
合
に
は
、
散
歩
、
遊
具
を
用
い
た
活
動
等
を
通
じ
て
、
犬
又
は
猫
と

の
触
れ
合
い
を
毎
日
、
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
傷
病
動
物
の
飼
養
若
し
く
は
保
管
を
し
、
又
は
動
物
を
一
時

的
に
保
管
す
る
等
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

ネ 

販
売
業
者
、
貸
出
業
者
及
び
展
示
業
者
で
あ
っ
て
、
夜
間
に
営
業
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
時
間

内
に
顧
客
、
見
学
者
等
が
犬
又
は
猫
の
飼
養
施
設
内
に
立
ち
入
る
こ
と
等
に
よ
り
、
犬
又
は
猫
の
休
息
が
妨

げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
特
定
成
猫
に
つ
い
て
は
、
夜
間
の
う
ち
展
示
を
行
わ

な
い
間
に
顧
客
、
見
学
者
等
が
特
定
成
猫
の
飼
養
施
設
内
に
立
ち
入
る
こ
と
等
に
よ
り
、
特
定
成
猫
の
休
息

が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

ナ 

展
示
業
者
及
び
訓
練
業
者
に
あ
っ
て
は
、
動
物
に
演
芸
を
さ
せ
、
又
は
訓
練
を
す
る
等
の
場
合
に
は
、
動

物
の
生
理
、
生
態
、
習
性
等
に
配
慮
し
、
演
芸
、
訓
練
等
が
過
酷
な
も
の
と
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

ラ 

貸
出
業
者
に
あ
っ
て
は
、
貸
し
出
し
た
動
物
が
撮
影
に
使
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
動
物
本
来
の
生
態
及
び



 

 

２７ 
 

習
性
に
関
し
て
一
般
人
に
誤
解
を
与
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
形
態
に
よ
る
撮
影
が
行
わ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ

と
。
ま
た
、
貸
出
先
に
お
い
て
、
動
物
に
過
度
の
苦
痛
を
与
え
な
い
よ
う
、
利
用
の
時
間
、
環
境
等
が
適
切

に
配
慮
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

ム 

一
日
一
回
以
上
巡
回
を
行
い
、
動
物
の
数
及
び
状
態
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
実
施
状
況
に
つ
い
て

記
録
し
た
台
帳
を
調
製
し
、
こ
れ
を
五
年
間
保
管
す
る
こ
と
。 

ウ 

動
物
の
逸
走
時
に
備
え
、
必
要
に
応
じ
て
捕
獲
体
制
の
整
備
、
個
体
識
別
の
実
施
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ

と
。 

ヰ 

販
売
業
者
、
展
示
業
者
及
び
貸
出
業
者
に
あ
っ
て
は
、
野
生
由
来
の
動
物
を
業
に
供
す
る
場
合
に
は
、
そ

の
生
理
、
生
態
及
び
習
性
を
踏
ま
え
、
飼
養
可
能
性
を
考
慮
し
て
適
切
な
種
を
選
択
す
る
こ
と
。
ま
た
、
そ

の
生
理
、
生
態
及
び
習
性
を
踏
ま
え
て
、
必
要
に
応
じ
た
馴
化
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。 

ノ 

動
物
を
顧
客
、
取
引
の
場
所
を
提
供
す
る
者
そ
の
他
の
関
係
者
（
以
下
「
顧
客
等
」
と
い
う
。
）
と
接
触

さ
せ
、
又
は
顧
客
等
に
譲
り
渡
し
、
若
し
く
は
引
き
渡
す
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行

う
こ
と
。 



 

 

２８ 
 

⑴ 

販
売
業
者
、
貸
出
業
者
及
び
展
示
業
者
に
あ
っ
て
は
、
夜
間
に
犬
又
は
猫
を
顧
客
と
接
触
さ
せ
、
又
は
顧

客
に
譲
り
渡
し
、
若
し
く
は
引
き
渡
さ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
特
定
成
猫
に
つ
い
て
は
、
夜
間

の
う
ち
展
示
を
行
わ
な
い
間
に
特
定
成
猫
を
顧
客
と
接
触
さ
せ
、
又
は
顧
客
に
譲
り
渡
し
、
若
し
く
は
引
き

渡
さ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

⑵ 

販
売
業
者
、
貸
出
業
者
及
び
展
示
業
者
に
あ
っ
て
は
、
顧
客
等
が
動
物
に
接
触
す
る
場
合
に
は
、
動
物
に

過
度
な
ス
ト
レ
ス
が
か
か
り
、
顧
客
等
が
危
害
を
受
け
、
又
は
動
物
若
し
く
は
顧
客
等
が
人
と
動
物
の
共
通

感
染
症
に
か
か
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
顧
客
等
に
対
し
て
動
物
へ
の
接
触
方
法
に
つ
い
て
指
導
す
る
と
と
も

に
、
動
物
に
適
度
な
休
息
を
与
え
る
こ
と
。 

⑶ 

販
売
業
者
、
貸
出
業
者
及
び
展
示
業
者
に
あ
っ
て
は
、
飼
養
又
は
保
管
を
す
る
動
物
の
健
康
を
保
持
す
る

た
め
、
顧
客
等
が
動
物
に
み
だ
り
に
食
物
を
与
え
る
こ
と
の
な
い
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。
顧
客

等
が
動
物
に
食
物
を
与
え
る
こ
と
を
認
め
る
場
合
に
は
、
認
め
た
食
物
以
外
の
も
の
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
の

な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

オ 

第
一
種
動
物
取
扱
業
の
廃
止
等
に
よ
り
、
飼
養
又
は
保
管
を
継
続
す
る
こ
と
が
困
難
な
動
物
が
生
じ
た
場



 

 

２９ 
 

合
は
、
動
物
が
命
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
譲
渡
し
等
に
よ
っ
て
生
存
の
機
会
を
与
え
る
よ
う
努
め

る
こ
と
。 

ク 
疾
病
の
回
復
の
見
込
み
が
な
い
場
合
等
や
む
を
得
ず
動
物
を
殺
処
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
で

き
る
限
り
そ
の
動
物
に
苦
痛
を
与
え
な
い
方
法
に
よ
る
こ
と
。 

ヤ 

毒
へ
び
等
の
有
毒
動
物
の
飼
養
又
は
保
管
を
す
る
場
合
に
は
、
抗
毒
素
血
清
等
の
救
急
医
薬
品
を
備
え
、

又
は
、
医
師
に
よ
る
迅
速
な
救
急
処
置
が
行
え
る
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。 

マ 

動
物
の
飼
養
又
は
保
管
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
災
害
時
に
お
け
る
動
物
の
健
康
及
び
安
全
の
確
保
並

び
に
人
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産
に
対
す
る
侵
害
の
防
止
を
図
る
た
め
に
、
平
時
よ
り
、
職
員
間
の
連
絡
体

制
及
び
動
物
の
逸
走
時
の
捕
獲
体
制
の
整
備
、
動
物
の
避
難
方
法
の
確
立
、
餌
の
備
蓄
等
の
対
策
を
講
じ
る

こ
と
。 

 

ケ 

第
一
種
動
物
取
扱
業
の
実
施
に
係
る
広
告
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
。 

 

⑴ 

氏
名
又
は
名
称
、
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
、
第
一
種
動
物
取
扱
業
の
種
別
、
登
録
番
号
並
び
に
登
録

年
月
日
及
び
登
録
の
有
効
期
間
の
末
日
並
び
に
動
物
取
扱
責
任
者
の
氏
名
を
掲
載
す
る
こ
と
。 

 



 

 

３０ 
 

⑵ 

安
易
な
飼
養
又
は
保
管
の
助
長
を
防
止
す
る
た
め
、
事
実
に
反
し
た
飼
養
又
は
保
管
の
容
易
さ
、
幼
齢
時

の
愛
ら
し
さ
、
生
態
及
び
習
性
に
反
し
た
行
動
等
を
過
度
に
強
調
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
顧
客
等
に
動
物
に

関
し
て
誤
っ
た
理
解
を
与
え
る
こ
と
の
な
い
内
容
と
す
る
こ
と
。 

フ 

販
売
業
者
に
あ
っ
て
は
、
販
売
に
供
し
て
い
る
全
て
の
動
物
を
顧
客
が
目
視
に
よ
り
、
又
は
写
真
等
に
よ

り
確
認
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
ま
た
、
動
物
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
情
報
を
顧
客
か
ら
見
や
す
い
位
置

に
文
書
（
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と
。 

 

⑴ 

品
種
等
の
名
称 

⑵ 

性
成
熟
時
等
の
標
準
体
重
、
標
準
体
長
等
体
の
大
き
さ
に
係
る
情
報 

⑶ 

性
別
の
判
定
結
果 

⑷ 

生
年
月
日
（
輸
入
等
を
さ
れ
た
動
物
で
あ
っ
て
、
生
年
月
日
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
は
、
推
定
さ
れ
る
生

年
月
日
及
び
輸
入
年
月
日
等
） 

⑸ 

生
産
地
等 

⑹ 

所
有
者
の
氏
名
（
自
己
の
所
有
し
な
い
動
物
を
販
売
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
限
る
。
） 



 

 

３１ 
 

コ 

法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
都
道
府
県
知
事
が
実
施
す
る
動
物
取
扱
責
任
者
研
修
に
お
い
て
動
物
取
扱
責
任

者
が
得
た
知
識
を
、
他
の
職
員
全
員
に
伝
達
し
習
得
さ
せ
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。 

 
 

エ 
動
物
の
仕
入
れ
、
販
売
、
競
り
等
の
動
物
の
取
引
状
況
（
販
売
先
に
係
る
情
報
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
記

録
し
た
台
帳
を
調
製
し
、
こ
れ
を
五
年
間
保
管
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
動
物
販
売
業
者
等
が
、
法
第
二
十
一 

条
の
五
第
一
項
に
基
づ
き
動
物
の
個
体
に
関
す
る
帳
簿
を
備
え
付
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

テ 

競
り
あ
っ
せ
ん
業
者
に
あ
っ
て
は
、
実
施
す
る
競
り
に
参
加
す
る
事
業
者
が
第
一
種
動
物
取
扱
業
の
登
録

を
受
け
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
等
動
物
の
取
引
に
関
す
る
関
係
法
令
に
違
反
し
て
い
な
い
こ
と
及
び
違
反

す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を
聴
取
し
、
違
反
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
実
施
す
る
競
り
に
当
該
事
業

者
を
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
。 

 
 

（
第
二
種
動
物
取
扱
業
者
が
取
り
扱
う
動
物
の
管
理
の
方
法
等
の
基
準
） 

第
三
条 

法
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
種
動

物
取
扱
業
者
が
取
り
扱
う
動
物
の
管
理
の
方
法
等
に
関
し
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項

に
つ
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。 



 

 

３２ 
 

一 

飼
養
施
設
の
管
理
、
飼
養
施
設
に
備
え
る
設
備
の
構
造
及
び
規
模
並
び
に
当
該
設
備
の
管
理
に
関
す
る
事
項 

イ 

飼
養
施
設
の
管
理
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

⑴ 
飼
養
施
設
の
建
物
及
び
こ
れ
ら
に
係
る
土
地
に
つ
い
て
、
事
業
の
実
施
に
必
要
な
権
原
を
有
す
る
こ
と
。 

⑵ 

定
期
的
に
清
掃
及
び
消
毒
を
行
う
と
と
も
に
、
汚
物
、
残
さ
等
を
適
切
に
処
理
し
、
衛
生
管
理
及
び
周
辺

の
生
活
環
境
の
保
全
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
清
潔
を
保
つ
こ
と
。 

⑶ 

一
日
一
回
以
上
巡
回
を
行
い
、
保
守
点
検
を
行
う
こ
と
。 

⑷ 

清
掃
、
消
毒
及
び
保
守
点
検
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
記
録
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

⑸ 

動
物
の
鳴
き
声
、
臭
気
、
動
物
の
毛
等
に
よ
り
周
辺
の
生
活
環
境
を
著
し
く
損
な
わ
な
い
よ
う
、
飼
養
施

設
の
開
口
部
を
適
切
に
管
理
す
る
こ
と
。 

⑹ 

動
物
の
鳴
き
声
に
よ
り
周
辺
の
生
活
環
境
を
著
し
く
損
な
う
事
態
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
鳴
き
声
が
外
部
に
伝
播
し
に
く
く
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。 

⑺ 

動
物
の
逸
走
を
防
止
す
る
た
め
、
飼
養
施
設
の
管
理
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
必
要
に
応
じ
て
施
錠
設
備

を
備
え
る
こ
と
。 
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ロ 

飼
養
施
設
に
備
え
る
設
備
の
構
造
、
規
模
等
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

⑴ 

飼
養
施
設
は
、
規
則
第
十
条
の
六
第
二
項
第
二
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
設
備
を
備
え
る
こ
と
。 

⑵ 
飼
養
施
設
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
排
水
設
備
、
洗
浄
設
備
、
廃
棄
物
の
集
積
設
備
及
び
空
調
設
備
を
備
え

る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

⑶ 

臭
気
の
拡
散
又
は
動
物
の
毛
等
の
飛
散
に
よ
り
、
飼
養
施
設
の
環
境
又
は
そ
の
周
辺
の
生
活
環
境
を
著
し

く
損
な
う
事
態
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
空
気
清
浄
機
、
脱
臭
装
置
、
汚
物
用
の
密

閉
容
器
等
を
備
え
る
こ
と
。 

⑷ 

ね
ず
み
、
は
え
、
蚊
、
の
み
そ
の
他
の
衛
生
動
物
が
侵
入
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

侵
入
の
防
止
又
は
駆
除
を
行
う
た
め
の
設
備
を
備
え
る
こ
と
。 

⑸ 

飼
養
施
設
及
び
こ
れ
に
備
え
る
設
備
等
は
、
事
業
の
内
容
及
び
実
施
の
方
法
に
鑑
み
、
事
業
に
供
す
る
動

物
の
適
正
な
取
扱
い
の
た
め
に
必
要
な
構
造
及
び
規
模
と
す
る
こ
と
。 

⑹ 

飼
養
施
設
の
床
、
内
壁
、
天
井
及
び
附
属
設
備
は
、
清
掃
が
容
易
で
あ
る
等
衛
生
状
態
の
維
持
及
び
管
理

が
し
や
す
い
構
造
と
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 
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⑺ 

飼
養
施
設
は
、
飼
養
又
は
保
管
を
す
る
動
物
の
種
類
、
習
性
、
運
動
能
力
、
数
等
に
応
じ
て
、
そ
の
逸
走

を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
及
び
強
度
と
す
る
こ
と
。 

⑻ 
飼
養
施
設
は
、
動
物
の
飼
養
又
は
保
管
に
係
る
作
業
の
実
施
に
必
要
な
空
間
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。 

⑼ 

飼
養
施
設
の
構
造
及
び
規
模
が
取
り
扱
う
動
物
の
種
類
及
び
数
に
鑑
み
著
し
く
不
適
切
な
も
の
で
な
い
こ

と
。 

⑽ 

ケ
ー
ジ
等
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
こ
と
。 

㈠ 

底
面
は
、
ふ
ん
尿
等
が
漏
え
い
し
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。 

㈡ 

側
面
及
び
天
井
は
、
常
時
、
通
気
が
確
保
さ
れ
、
か
つ
、
ケ
ー
ジ
等
の
内
部
を
外
部
か
ら
見
通
す
こ
と

が
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
飼
養
又
は
保
管
に
係
る
動
物
が
傷
病
動
物
で
あ
る
等
の
特

別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

㈢ 

飼
養
施
設
の
床
等
に
確
実
に
固
定
す
る
等
、
衝
撃
に
よ
る
転
倒
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ

て
い
る
こ
と
。 

㈣ 

動
物
に
よ
っ
て
容
易
に
損
壊
さ
れ
な
い
構
造
及
び
強
度
で
あ
る
こ
と
。 
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㈤ 

ケ
ー
ジ
等
の
規
模
は
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
傷
病
動
物
の
飼
養
若
し
く
は
保
管
を
し

、
又
は
動
物
を
一
時
的
に
保
管
す
る
等
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（ イ ） 

犬
及
び
猫
以
外
の
動
物
の
ケ
ー
ジ
等
は
、
個
々
の
動
物
が
自
然
な
姿
勢
で
立
ち
上
が
る
、
横
た
わ

る
、
羽
ば
た
く
等
の
日
常
的
な
動
作
を
容
易
に
行
う
た
め
の
十
分
な
広
さ
及
び
空
間
を
有
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
飼
養
期
間
が
長
期
間
に
わ
た
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
走
る

、
登
る
、
泳
ぐ
、
飛
ぶ
等
の
運
動
が
で
き
る
よ
う
に
、
よ
り
一
層
の
広
さ
及
び
空
間
を
有
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。 

（ ロ ） 

犬
又
は
猫
の
ケ
ー
ジ
等
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。
飼
養
期
間
が
長
期
間
に
わ
た
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
走
る
等
の
運
動
が
で
き
る
よ
う
に
、
運
動
ス
ペ
ー
ス
一
体
型
飼
養
等
又
は
運
動
ス
ペ
ー

ス
分
離
型
飼
養
等
に
よ
る
こ
と
。 

（ ⅰ ） 

犬
に
あ
っ
て
は
、
一
頭
当
た
り
の
ケ
ー
ジ
等
の
規
模
は
、
縦
の
長
さ
が
体
長
の
二
倍
以
上
、
横

の
長
さ
が
体
長
の
一
・
五
倍
以
上
及
び
高
さ
が
体
高
の
二
倍
以
上
（
複
数
の
犬
を
同
一
の
ケ
ー
ジ

等
で
飼
養
又
は
保
管
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
犬
の
う
ち
最
も
体
高
が
高
い
犬
の
体
高
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の
二
倍
以
上
）
と
す
る
こ
と
。 

(ⅱ ) 

猫
に
あ
っ
て
は
、
一
頭
当
た
り
の
ケ
ー
ジ
等
の
規
模
は
、
縦
の
長
さ
が
体
長
の
二
倍
以
上
、
横

の
長
さ
が
体
長
の
一
・
五
倍
以
上
及
び
高
さ
が
体
高
の
三
倍
以
上
（
複
数
の
猫
を
同
一
の
ケ
ー
ジ

等
で
飼
養
又
は
保
管
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
猫
の
う
ち
最
も
体
高
が
高
い
猫
の
体
高

の
三
倍
以
上
）
と
す
る
と
と
も
に
、
ケ
ー
ジ
等
内
に
一
以
上
の
棚
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該

ケ
ー
ジ
等
を
二
段
以
上
の
構
造
と
す
る
こ
と
。 

（ ⅲ ） 

運
動
ス
ペ
ー
ス
一
体
型
飼
養
等
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
ケ
ー
ジ
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と

お
り
と
す
る
こ
と
。 

① 

犬
に
あ
っ
て
は
、
一
頭
当
た
り
（
同
一
の
ケ
ー
ジ
等
内
で
親
と
そ
の
子
犬
の
み
を
飼
養
又
は
保

管
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
子
犬
は
こ
れ
を
頭
数
に
含
め
な
い
。
以
下
こ
の
①
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
ケ
ー
ジ
等
の
規
模
は
、
床
面
積
が
運
動
ス
ペ
ー
ス
分
離
型
飼
養
等
を
行
う
場
合
の
ケ
ー
ジ
等

の
一
頭
当
た
り
の
床
面
積
の
六
倍
以
上
（
複
数
の
個
体
を
同
一
の
ケ
ー
ジ
等
内
で
飼
養
又
は
保
管

を
す
る
場
合
は
そ
の
二
分
の
一
以
上
）
（
複
数
の
個
体
を
同
一
の
ケ
ー
ジ
等
内
で
飼
養
又
は
保
管
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を
す
る
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
犬
の
う
ち
最
も
体
長
が
長
い
犬
の
床
面
積
の
六
倍
以
上
が
確
保
さ
れ

て
い
る
こ
と
。
）
及
び
高
さ
が
体
高
の
二
倍
以
上
（
複
数
の
犬
を
同
一
の
ケ
ー
ジ
等
で
飼
養
又
は

保
管
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
犬
の
う
ち
最
も
体
高
が
高
い
犬
の
体
高
の
二
倍
以
上
）

と
す
る
こ
と
。 

② 
猫
に
あ
っ
て
は
、
一
頭
当
た
り
（
同
一
の
ケ
ー
ジ
等
内
で
親
と
そ
の
子
猫
の
み
を
飼
養
又
は
保

管
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
子
猫
は
こ
れ
を
頭
数
に
含
め
な
い
。
以
下
こ
の
②
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
ケ
ー
ジ
等
の
規
模
は
、
床
面
積
が
運
動
ス
ペ
ー
ス
分
離
型
飼
養
等
を
行
う
場
合
の
ケ
ー
ジ
等

の
一
頭
当
た
り
の
床
面
積
の
二
倍
以
上
（
複
数
の
個
体
を
同
一
の
ケ
ー
ジ
等
内
で
飼
養
又
は
保
管

を
す
る
場
合
は
そ
の
二
分
の
一
以
上
）
（
複
数
の
個
体
を
同
一
の
ケ
ー
ジ
等
内
で
飼
養
又
は
保
管

を
す
る
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
猫
の
う
ち
最
も
体
長
が
長
い
猫
の
床
面
積
の
二
倍
以
上
が
確
保
さ
れ

て
い
る
こ
と
。
）
及
び
高
さ
が
体
高
の
四
倍
以
上
（
複
数
の
猫
を
同
一
の
ケ
ー
ジ
等
で
飼
養
又
は

保
管
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
猫
の
う
ち
最
も
体
高
が
高
い
猫
の
体
高
の
四
倍
以
上
）

と
す
る
と
と
も
に
、
ケ
ー
ジ
等
内
に
二
以
上
の
棚
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
ケ
ー
ジ
等
を
三
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段
以
上
の
構
造
と
す
る
こ
と
。 

（ ⅳ ） 

運
動
ス
ペ
ー
ス
分
離
型
飼
養
等
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
運
動
ス
ペ
ー
ス
一
体
型
飼
養
等
を

行
う
場
合
に
お
け
る
ケ
ー
ジ
等
以
上
の
広
さ
を
有
す
る
分
離
型
運
動
ス
ペ
ー
ス
を
備
え
る
こ
と
。 

⑾ 

ケ
ー
ジ
等
及
び
訓
練
場
は
、
突
起
物
、
穴
、
く
ぼ
み
、
斜
面
等
に
よ
っ
て
、
動
物
が
傷
害
等
を
受
け
る
お

そ
れ
が
な
い
よ
う
な
安
全
な
構
造
及
び
材
質
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
犬
又
は
猫
の
飼
養
施
設
に
あ
っ
て
は
、 

ケ
ー
ジ
等
及
び
訓
練
場
は
、
床
材
と
し
て
金
網
が
使
用
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
す
る
（
犬
又
は
猫
の
四
肢
の

肉
球
が
傷
ま
な
い
よ
う
に 
管
理
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
と
と
も
に
、
錆
、
割
れ
、
破
れ
等
の
破
損

が
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

⑿ 

ケ
ー
ジ
等
及
び
訓
練
場
の
床
、
内
壁
、
天
井
及
び
附
属
設
備
は
、
清
掃
が
容
易
で
あ
る
等
衛
生
状
態
の
維

持
及
び
管
理
が
し
や
す
い
構
造
及
び
材
質
と
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

⒀ 

ケ
ー
ジ
等
及
び
訓
練
場
は
、
動
物
の
種
類
、
習
性
、
運
動
能
力
、
数
等
に
応
じ
て
、
動
物
の
逸
走
を
防
止

で
き
る
構
造
及
び
強
度
と
す
る
こ
と
。 

ハ 

飼
養
施
設
に
備
え
る
設
備
の
管
理
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 
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⑴ 

ケ
ー
ジ
等
に
、
給
餌
及
び
給
水
の
た
め
の
器
具
を
備
え
る
こ
と
。
た
だ
し
、
一
時
的
に
飼
養
又
は
保
管
を

す
る
等
の
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

⑵ 
ケ
ー
ジ
等
に
、
動
物
の
生
態
及
び
習
性
並
び
に
飼
養
期
間
に
応
じ
て
、
遊
具
、
止
ま
り
木
、
砂
場
及
び
水

浴
び
、
休
息
等
が
で
き
る
設
備
を
備
え
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

⑶ 

ケ
ー
ジ
等
の
清
掃
を
一
日
一
回
以
上
行
い
、
残
さ
、
汚
物
等
を
適
切
に
処
理
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
草
地

等
に
お
い
て
飼
養
又
は
保
管
を
す
る
等
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。 

⑷ 

ふ
ん
尿
に
係
る
動
物
の
衛
生
管
理
の
た
め
、
ケ
ー
ジ
等
に
は
、
ふ
ん
尿
の
受
け
皿
を
備
え
、
又
は
床
敷
き

を
敷
く
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。 

⑸ 

届
出
を
し
て
保
管
業
を
行
う
者
及
び
届
出
を
し
て
訓
練
業
を
行
う
者
に
あ
っ
て
は
、
⑷
に
掲
げ
る
も
の
の

ほ
か
、
飼
養
又
は
保
管
を
す
る
動
物
を
搬
出
す
る
た
び
に
ケ
ー
ジ
等
の
清
掃
及
び
消
毒
を
行
う
こ
と
。 

⑹ 

動
物
の
逸
走
を
防
止
す
る
た
め
、
ケ
ー
ジ
等
及
び
訓
練
場
に
、
必
要
に
応
じ
て
施
錠
設
備
を
備
え
る
こ
と
。 

⑺ 

運
動
ス
ペ
ー
ス
分
離
型
飼
養
等
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
分
離
型
運
動
ス
ペ
ー
ス
は
、
常
時
、
犬
又
は

猫
の
運
動
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
で
維
持
管
理
を
行
う
こ
と
。 
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二 

動
物
の
飼
養
又
は
保
管
に
従
事
す
る
従
業
者
の
員
数
に
関
す
る
事
項 

 
 

飼
養
又
は
保
管
を
す
る
動
物
の
種
類
及
び
数
は
、
飼
養
施
設
の
構
造
及
び
規
模
並
び
に
動
物
の
飼
養
又
は
保
管

に
当
た
る
職
員
数
に
見
合
っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。
特
に
、
犬
又
は
猫
の
飼
養
施
設
に
お
い
て
は
、
飼
養
又
は

保
管
に
従
事
す
る
職
員
（
常
勤
の
職
員
以
外
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
当
該
職
員
の
そ
れ
ぞ
れ
の
勤
務
延
時
間
数

の
総
数
を
当
該
事
業
所
に
お
い
て
常
勤
の
職
員
が
勤
務
す
べ
き
時
間
数
で
除
し
た
数
値
（
整
数
未
満
の
端
数
が

あ
る
場
合
は
、
当
該
端
数
を
切
り
捨
て
る
。
）
を
職
員
数
と
す
る
。
）
一
人
当
た
り
の
飼
養
又
は
保
管
を
す
る

頭
数
（
親
と
同
居
す
る
子
犬
又
は
子
猫
の
頭
数
及
び
繁
殖
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
や
め
た
犬
又
は
猫
の
頭
数

（
そ
の
者
の
飼
養
施
設
に
い
る
も
の
に
限
る
。
）
は
除
く
。
）
の
上
限
は
、
犬
に
つ
い
て
は
二
十
頭
、
猫
に
つ

い
て
は
三
十
頭
と
し
、
こ
の
う
ち
、
繁
殖
の
用
に
供
す
る
犬
に
つ
い
て
は
十
五
頭
、
繁
殖
の
用
に
供
す
る
猫
に

つ
い
て
は
二
十
五
頭
と
す
る
。
た
だ
し
、
犬
及
び
猫
の
双
方
を
飼
養
又
は
保
管
す
る
場
合
の
一
人
当
た
り
の
飼

養
又
は
保
管
を
す
る
頭
数
の
上
限
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

三 

動
物
の
飼
養
又
は
保
管
を
す
る
環
境
の
管
理
に
関
す
る
事
項 

イ 

動
物
の
生
理
、
生
態
、
習
性
等
に
適
し
た
温
度
、
明
る
さ
、
換
気
、
湿
度
等
が
確
保
さ
れ
、
及
び
騒
音
が
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防
止
さ
れ
る
よ
う
、
飼
養
環
境
の
管
理
を
行
う
こ
と
。 

ロ 

犬
又
は
猫
の
飼
養
又
は
保
管
を
行
う
場
合
に
は
、
飼
養
施
設
に
温
度
計
及
び
湿
度
計
を
備
え
付
け
た
上
で

、
低
温
又
は
高
温
に
よ
り
動
物
の
健
康
に
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
、
飼
養
環
境
の
管
理
を
行
う

と
と
も
に
、
臭
気
に
よ
り
飼
養
環
境
又
は
そ
の
周
辺
の
生
活
環
境
を
損
な
わ
な
い
よ
う
、
飼
養
施
設
の
清
潔

を
保
つ
こ
と
。 

ハ 

犬
又
は
猫
の
飼
養
又
は
保
管
を
行
う
場
合
に
は
、
自
然
採
光
又
は
照
明
に
よ
り
、
日
長
変
化
に
応
じ
て
光

環
境
を
管
理
す
る
こ
と
。 

ニ 

動
物
の
死
体
は
、
速
や
か
に
か
つ
適
切
に
処
理
す
る
こ
と
。 

ホ 

動
物
の
鳴
き
声
、
臭
気
、
動
物
の
毛
等
、
ね
ず
み
、
は
え
、
蚊
、
の
み
そ
の
他
の
衛
生
動
物
等
に
よ
り
、

周
辺
の
生
活
環
境
を
著
し
く
損
な
わ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。
特
に
、
飼
養
施
設
が
住
宅
地
に
立
地
し
て
い

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
長
時
間
に
わ
た
る
、
又
は
深
夜
に
お
け
る
鳴
き
声
等
に
よ
る
生
活
環
境
へ
の
影
響
が

生
じ
な
い
よ
う
、
動
物
を
管
理
す
る
こ
と
。 

四 

動
物
の
疾
病
等
に
係
る
措
置
に
関
す
る
事
項 
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イ 

飼
養
施
設
に
お
け
る
動
物
の
疾
病
等
に
係
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
。 

⑴ 

新
た
な
動
物
の
飼
養
施
設
へ
の
導
入
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
動
物
が
健
康
で
あ
る
こ
と
を
目
視
又
は
導
入

に
係
る
契
約
の
相
手
方
等
か
ら
の
聴
取
り
に
よ
り
確
認
し
、
そ
れ
ま
で
の
間
、
必
要
に
応
じ
て
他
の
動
物
と

接
触
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

⑵ 

飼
養
又
は
保
管
を
す
る
動
物
の
疾
病
及
び
傷
害
の
予
防
、
寄
生
虫
の
寄
生
の
予
防
又
は
駆
除
等
日
常
的
な

健
康
管
理
を
行
う
こ
と
。 

⑶ 

一
年
以
上
継
続
し
て
飼
養
又
は
保
管
を
行
う
犬
又
は
猫
に
つ
い
て
は
、
毎
年
一
回
以
上
獣
医
師
に
よ
る
健

康
診
断
（
繁
殖
に
供
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
繁
殖
の
適
否
に
関
す
る
診
断
を
含
む
。
）
を
受
け
さ
せ
、
そ

の
結
果
を
記
載
し
た
診
断
書
を
五
年
間
保
存
す
る
こ
と
。 

⑷ 

疾
病
の
予
防
等
の
た
め
に
、
必
要
に
応
じ
て
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

⑸ 

動
物
が
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
傷
害
を
負
っ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
必
要
な
処
置
を
行
う
と
と
も
に
、

必
要
に
応
じ
て
獣
医
師
に
よ
る
診
療
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
。 

⑹ 

ね
ず
み
、
は
え
、
蚊
、
の
み
そ
の
他
の
衛
生
動
物
に
よ
り
動
物
が
健
康
被
害
を
受
け
な
い
よ
う
、
そ
の
発
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生
及
び
侵
入
の
防
止
又
は
駆
除
を
行
う
こ
と
。 

ロ 

譲
渡
業
者
（
届
出
を
し
て
譲
渡
業
を
行
う
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
譲
渡
し
に
当
た
っ

て
、
飼
養
又
は
保
管
を
し
て
い
る
間
に
疾
病
等
の
治
療
、
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
等
を
行
っ
た
動
物
に
つ
い
て
、

獣
医
師
が
発
行
し
た
疾
病
等
の
治
療
、
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
等
に
係
る
証
明
書
を
譲
渡
先
に
交
付
す
る
こ
と
。

ま
た
、
当
該
動
物
を
譲
渡
し
た
者
か
ら
受
け
取
っ
た
疾
病
等
の
治
療
、
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
等
に
係
る
証
明
書

が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
も
併
せ
て
交
付
す
る
こ
と
。 

五 

動
物
の
展
示
又
は
輸
送
の
方
法
に
関
す
る
事
項 

イ 

届
出
を
し
て
展
示
業
を
行
う
者
に
あ
っ
て
は
、
長
時
間
連
続
し
て
展
示
を
行
う
場
合
に
は
、
動
物
の
ス
ト

レ
ス
を
軽
減
す
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
そ
の
途
中
に
お
い
て
展
示
を
行
わ
な
い
時
間
を
設
け
る
よ
う
努
め

る
こ
と
。
特
に
、
長
時
間
連
続
し
て
犬
又
は
猫
の
展
示
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
犬
又
は
猫
が
休
息

で
き
る
設
備
に
自
由
に
移
動
で
き
る
状
態
を
確
保
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
状
態
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
な

場
合
は
、
展
示
を
行
う
時
間
が
六
時
間
を
超
え
る
ご
と
に
、
そ
の
途
中
に
展
示
を
行
わ
な
い
時
間
を
設
け
る

よ
う
努
め
る
こ
と
。 
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ロ 

動
物
の
輸
送
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
。
他
者
に
委
託
す
る
場
合
に
あ
っ
て
も
、
次
に
掲

げ
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

⑴ 
輸
送
設
備
は
、
確
実
に
固
定
す
る
こ
と
等
に
よ
り
衝
撃
に
よ
る
転
倒
を
防
止
す
る
こ
と
。 

⑵ 

輸
送
設
備
は
、
定
期
的
な
清
掃
及
び
消
毒
の
実
施
に
よ
り
、
清
潔
を
保
つ
こ
と
。 

⑶ 

必
要
に
応
じ
て
空
調
設
備
を
備
え
る
こ
と
等
に
よ
り
、
動
物
の
生
理
、
生
態
等
に
適
し
た
温
度
、
明
る
さ

、
換
気
、
湿
度
等
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
た
だ
し
、
動
物
の
健
康
及
び
安
全
を
守
る
た
め
の
特

別
な
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

⑷ 

動
物
の
種
類
、
数
、
発
育
状
況
及
び
健
康
状
態
に
応
じ
、
餌
の
種
類
を
選
択
し
、
適
切
な
量
及
び
回
数
に

よ
り
給
餌
及
び
給
水
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
動
物
の
健
康
及
び
安
全
を
守
る
た
め
の
特
別
な
事
情
が
あ
る

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

⑸ 

動
物
の
疲
労
又
は
苦
痛
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
輸
送
時
間
は
で
き
る
限
り
短
く
す
る
と
と
も
に
、
輸
送
中

は
、
必
要
に
応
じ
て
休
息
又
は
運
動
の
た
め
の
時
間
を
確
保
す
る
こ
と
。 

⑹ 

衛
生
管
理
、
事
故
及
び
逸
走
の
防
止
並
び
に
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
全
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。 
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⑺ 

譲
渡
業
者
及
び
貸
出
業
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
飼
養
施
設
に
輸
送
さ
れ
た
犬
又
は
猫
に
つ
い
て
は
、
輸
送

後
二
日
間
以
上
そ
の
状
態
（
下
痢
、
お
う
吐
、
四
肢
の
麻
痺
等
外
形
上
明
ら
か
な
も
の
に
限
る
。
）
を
目
視

に
よ
っ
て
観
察
す
る
こ
と
。 

六 

動
物
を
繁
殖
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
回
数
、
繁
殖
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
動
物
の
選
定
そ
の
他

の
動
物
の
繁
殖
の
方
法
に
関
す
る
事
項 

イ 

届
出
を
し
て
貸
出
業
を
行
う
者
及
び
届
出
を
し
て
展
示
業
を
行
う
者
に
あ
っ
て
は
、
貸
出
し
又
は
展
示
の

用
に
供
す
る
た
め
に
動
物
を
繁
殖
さ
せ
る
場
合
に
は
、
遺
伝
性
疾
患
等
の
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ

る
動
物
、
幼
齢
の
動
物
、
高
齢
の
動
物
等
を
繁
殖
の
用
に
供
し
、
又
は
遺
伝
性
疾
患
等
の
問
題
を
生
じ
さ
せ

る
お
そ
れ
の
あ
る
組
合
せ
に
よ
っ
て
繁
殖
を
さ
せ
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
希
少
な
動
物
の
保
護
増
殖
を
行
う

場
合
に
あ
っ
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。 

ロ 

届
出
を
し
て
貸
出
業
を
行
う
者
及
び
届
出
を
し
て
展
示
業
を
行
う
者
に
あ
っ
て
は
、
貸
出
し
又
は
展
示
の

用
に
供
す
る
た
め
に
動
物
を
繁
殖
さ
せ
る
場
合
に
は
、
み
だ
り
に
繁
殖
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
母
体
に
過
度
な

負
担
が
か
か
る
こ
と
を
避
け
、
飼
養
施
設
の
構
造
及
び
規
模
、
職
員
数
等
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
繁
殖
の
回
数
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を
適
切
な
も
の
と
し
、
必
要
に
応
じ
繁
殖
を
制
限
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。 

ハ 

届
出
を
し
て
貸
出
業
を
行
う
者
及
び
届
出
を
し
て
展
示
業
を
行
う
者
に
あ
っ
て
は
、
貸
出
し
又
は
展
示
の

用
に
供
す
る
た
め
に
犬
を
繁
殖
さ
せ
る
場
合
に
は
、
生
涯
出
産
回
数
を
六
回
ま
で
と
す
る
と
と
も
に
、
雌
の

交
配
時
の
年
齢
を
六
歳
以
下
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
七
歳
に
達
し
た
時
点
で
生
涯
出
産
回
数
が
六
回
未
満

で
あ
る
こ
と
を
証
明
で
き
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
雌
の
交
配
時
の
年
齢
は
七
歳
以
下
と
す
る
。 

ニ 

届
出
を
し
て
貸
出
業
を
行
う
者
及
び
届
出
を
し
て
展
示
業
を
行
う
者
に
あ
っ
て
は
、
貸
出
し
又
は
展
示
の

用
に
供
す
る
た
め
に
猫
を
繁
殖
さ
せ
る
場
合
に
は
、
雌
の
交
配
時
の
年
齢
を
六
歳
以
下
と
す
る
こ
と
。
た
だ

し
、
七
歳
に
達
し
た
時
点
で
生
涯
出
産
回
数
が
十
回
未
満
で
あ
る
こ
と
を
証
明
で
き
る
場
合
に
お
い
て
は
、

当
該
雌
の
交
配
時
の
年
齢
は
七
歳
以
下
と
す
る
。 

ホ 

届
出
を
し
て
貸
出
業
を
行
う
者
及
び
届
出
を
し
て
展
示
業
を
行
う
者
に
あ
っ
て
は
、
貸
出
し
又
は
展
示
の

用
に
供
す
る
た
め
に
犬
又
は
猫
を
繁
殖
さ
せ
る
場
合
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
獣
医
師
等
に
よ
る
診
療
を
受
け

さ
せ
、
又
は
助
言
を
受
け
る
こ
と
。 

ヘ 

届
出
を
し
て
貸
出
業
を
行
う
者
及
び
届
出
を
し
て
展
示
業
を
行
う
者
に
あ
っ
て
は
、
貸
出
し
又
は
展
示
の
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用
に
供
す
る
た
め
に
犬
又
は
猫
を
繁
殖
さ
せ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
帝
王
切
開
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
獣

医
師
に
行
わ
せ
る
と
と
も
に
、
出
生
証
明
書
並
び
に
母
体
の
状
態
及
び
今
後
の
繁
殖
の
適
否
に
関
す
る
診
断

書
の
交
付
を
受
け
、
こ
れ
ら
を
五
年
間
保
存
す
る
こ
と
。 

ト 

届
出
を
し
て
貸
出
業
を
行
う
者
及
び
届
出
を
し
て
展
示
業
を
行
う
者
に
あ
っ
て
は
、
貸
出
し
又
は
展
示
の

用
に
供
す
る
た
め
に
犬
又
は
猫
を
繁
殖
さ
せ
る
場
合
に
は
、
第
四
号
イ
⑶
に
規
定
す
る
健
康
診
断
、
ヘ
に
規

定
す
る
帝
王
切
開
の
診
断
そ
の
他
の
診
断
の
結
果
に
従
う
と
と
も
に
、
繁
殖
に
適
さ
な
い
犬
又
は
猫
の
繁
殖

を
さ
せ
な
い
こ
と
。 

七 

そ
の
他
動
物
の
愛
護
及
び
適
正
な
飼
養
に
関
し
必
要
な
事
項 

イ 

犬
又
は
猫
を
飼
養
又
は
保
管
す
る
場
合
に
は
、
犬
又
は
猫
を
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
状
態
に
し
な
い

こ
と
。 

⑴ 

被
毛
に
ふ
ん
尿
等
が
固
着
し
た
状
態 

⑵ 

体
表
が
毛
玉
で
覆
わ
れ
た
状
態 

⑶ 

爪
が
異
常
に
伸
び
て
い
る
状
態 
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⑷ 

そ
の
他
犬
又
は
猫
の
適
切
な
飼
養
又
は
保
管
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と 

に
よ
り
健
康
及
び
安
全
が
損
な

わ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
状
態 

ロ 
譲
渡
業
者
に
あ
っ
て
は
、
譲
渡
し
を
し
よ
う
と
す
る
動
物
に
つ
い
て
、
そ
の
生
理
、
生
態
、
習
性
等
に
合

致
し
た
適
正
な
飼
養
又
は
保
管
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
、
譲
渡
し
に
当
た
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る

当
該
動
物
の
特
性
及
び
状
態
に
関
す
る
情
報
を
譲
渡
先
に
対
し
て
説
明
す
る
こ
と
。 

⑴ 

品
種
等
の
名
称 

⑵ 

飼
養
又
は
保
管
に
適
し
た
飼
養
施
設
の
構
造
及
び
規
模 

⑶ 

適
切
な
給
餌
及
び
給
水
の
方
法 

⑷ 

適
切
な
運
動
及
び
休
養
の
方
法 

⑸ 

遺
棄
の
禁
止
そ
の
他
当
該
動
物
に
係
る
関
係
法
令
の
規
定
に
よ
る
規
制
の
内
容 

ハ 

届
出
を
し
て
貸
出
業
を
行
う
者
に
あ
っ
て
は
、
貸
出
し
を
し
よ
う
と
す
る
動
物
の
生
理
、
生
態
、
習
性
等

に
合
致
し
た
適
正
な
飼
養
又
は
保
管
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
、
貸
出
し
に
当
た
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲

げ
る
そ
の
動
物
の
特
性
及
び
状
態
に
関
す
る
情
報
を
貸
出
先
に
対
し
て
提
供
す
る
こ
と
。 



 

 

４９ 
 

⑴ 

品
種
等
の
名
称 

⑵ 

飼
養
又
は
保
管
に
適
し
た
飼
養
施
設
の
構
造
及
び
規
模 

⑶ 
適
切
な
給
餌
及
び
給
水
の
方
法 

⑷ 

適
切
な
運
動
及
び
休
養
の
方
法 

⑸ 

遺
棄
の
禁
止
そ
の
他
当
該
動
物
に
係
る
関
係
法
令
の
規
定
に
よ
る
規
制
の
内
容 

ニ 

ケ
ー
ジ
等
の
外
で
飼
養
又
は
保
管
を
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
管
理
を
徹
底
し
た
上
で
一
時
的
に
ケ
ー
ジ

等
の
外
で
飼
養
又
は
保
管
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

ホ 

ケ
ー
ジ
等
に
入
れ
る
動
物
の
種
類
及
び
数
は
、
ケ
ー
ジ
等
の
構
造
及
び
規
模
に
見
合
っ
た
も
の
と
す
る
こ

と
。 

ヘ 

異
種
又
は
複
数
の
動
物
の
飼
養
又
は
保
管
を
す
る
場
合
に
は
、
ケ
ー
ジ
等
の
構
造
若
し
く
は
配
置
又
は
同

一
の
ケ
ー
ジ
等
内
に
入
れ
る
動
物
の
組
合
せ
を
考
慮
し
、
過
度
な
動
物
間
の
闘
争
等
が
発
生
す
る
こ
と
を
避

け
る
こ
と
。 

ト 

幼
齢
な
犬
、
猫
等
の
社
会
化
を
必
要
と
す
る
動
物
に
つ
い
て
は
、
そ
の
健
全
な
育
成
及
び
社
会
化
を
推
進



 

 

５０ 
 

す
る
た
め
に
、
適
切
な
期
間
、
親
、
兄
弟
姉
妹
等
と
と
も
に
飼
養
又
は
保
管
を
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

チ 

動
物
の
種
類
、
数
、
発
育
状
況
、
健
康
状
態
及
び
飼
養
環
境
に
応
じ
、
餌
の
種
類
を
選
択
し
、
適
切
な
量

、
回
数
等
に
よ
り
給
餌
及
び
給
水
を
行
う
こ
と
。 

リ 

犬
又
は
猫
を
飼
養
又
は
保
管
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
清
潔
な
給
水
を
常
時
確
保
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、

傷
病
動
物
の
飼
養
若
し
く
は
保
管
を
し
、
又
は
動
物
を
一
時
的
に
保
管
す
る
等
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

ヌ 

走
る
、
登
る
、
泳
ぐ
、
飛
ぶ
等
の
運
動
が
困
難
な
ケ
ー
ジ
等
に
お
い
て
動
物
の
飼
養
又
は
保
管
を
す
る
場

合
に
は
、
こ
れ
に
よ
る
動
物
の
ス
ト
レ
ス
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
必
要
に
応
じ
て
運
動
の
時
間
を
設
け
る
こ

と
。 

ル 

運
動
ス
ペ
ー
ス
分
離
型
飼
養
等
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
飼
養
又
は
保
管
を
す
る
犬
又
は
猫
を
、
一
日

当
た
り
三
時
間
以
上
分
離
型
運
動
ス
ペ
ー
ス
内
で
自
由
に
運
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
こ
と
。
た

だ
し
、
傷
病
動
物
の
飼
養
若
し
く
は
保
管
を
し
、
又
は
動
物
を
一
時
的
に
保
管
す
る
等
特
別
な
事
情
が
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 



 

 

５１ 
 

ヲ 

犬
又
は
猫
を
飼
養
又
は
保
管
す
る
場
合
に
は
、
散
歩
、
遊
具
を
用
い
た
活
動
等
を
通
じ
て
、
犬
又
は
猫
と

の
触
れ
合
い
を
毎
日
、
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
傷
病
動
物
の
飼
養
若
し
く
は
保
管
を
し
、
又
は
動
物
を
一
時

的
に
保
管
す
る
等
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

ワ 

届
出
を
し
て
展
示
業
を
行
う
者
及
び
届
出
を
し
て
訓
練
業
を
行
う
者
に
あ
っ
て
は
、
動
物
に
演
芸
を
さ
せ

、
又
は
訓
練
を
す
る
等
の
場
合
に
は
、
動
物
の
生
理
、
生
態
、
習
性
等
に
配
慮
し
、
演
芸
、
訓
練
等
が
過
酷

な
も
の
と
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

カ 

一
日
一
回
以
上
巡
回
を
行
い
、
動
物
の
数
及
び
状
態
を
確
認
す
る
こ
と
。 

ヨ 

動
物
の
逸
走
時
に
備
え
、
必
要
に
応
じ
て
捕
獲
体
制
の
整
備
、
個
体
識
別
の
実
施
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ

と
。 

タ 

届
出
を
し
て
展
示
業
を
行
う
者
及
び
届
出
を
し
て
貸
出
業
を
行
う
者
に
あ
っ
て
は
、
野
生
由
来
の
動
物
を

業
に
供
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
生
理
、
生
態
及
び
習
性
を
踏
ま
え
、
飼
養
可
能
性
を
考
慮
し
て
適
切
な
種
を

選
択
す
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
生
理
、
生
態
及
び
習
性
を
踏
ま
え
て
、
必
要
に
応
じ
た
馴
化
措
置
を
講
じ
る

こ
と
。 



 

 

５２ 
 

レ 

飼
養
又
は
保
管
す
る
動
物
の
管
理
に
係
る
責
任
者
を
選
任
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

ソ 

届
出
を
し
て
貸
出
業
を
行
う
者
及
び
届
出
を
し
て
展
示
業
を
行
う
者
に
あ
っ
て
は
、
見
物
客
等
が
動
物
に

接
触
す
る
場
合
に
は
、
動
物
に
過
度
な
ス
ト
レ
ス
が
か
か
り
、
見
物
客
等
が
危
害
を
受
け
、
又
は
動
物
若
し

く
は
見
物
客
等
が
人
と
動
物
の
共
通
感
染
症
に
か
か
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
見
物
客
等
に
対
し
て
動
物
へ
の

接
触
方
法
に
つ
い
て
指
導
す
る
と
と
も
に
、
動
物
に
適
度
な
休
息
を
与
え
る
こ
と
。 

ツ 

届
出
を
し
て
貸
出
業
を
行
う
者
及
び
届
出
を
し
て
展
示
業
を
行
う
者
に
あ
っ
て
は
、
飼
養
又
は
保
管
を
す

る
動
物
の
健
康
を
保
持
す
る
た
め
、
見
物
客
等
が
動
物
に
み
だ
り
に
食
物
を
与
え
る
こ
と
の
な
い
よ
う
必
要

な
措
置
を
講
じ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
見
物
客
等
が
動
物
に
食
物
を
与
え
る
こ
と
を
認
め
る
場
合
に
は
、
認

め
た
食
物
以
外
の
も
の
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

ネ 

動
物
の
譲
渡
し
又
は
貸
出
し
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
。 

⑴ 

譲
渡
業
者
に
あ
っ
て
は
、
可
能
な
限
り
、
離
乳
等
を
終
え
て
、
成
体
が
食
べ
る
餌
と
同
様
の
餌
を
自
力
で

食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
動
物
（
哺
乳
類
に
属
す
る
動
物
に
限
る
。
）
を
譲
渡
し
に
供
す
る
よ

う
努
め
る
こ
と
。 



 

 

５３ 
 

⑵ 

譲
渡
業
者
及
び
届
出
を
し
て
貸
出
業
を
行
う
者
に
あ
っ
て
は
、
可
能
な
限
り
、
飼
養
環
境
の
変
化
及
び
輸

送
に
対
し
て
十
分
な
耐
性
が
備
わ
っ
た
動
物
を
譲
渡
し
又
は
貸
出
し
に
供
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

⑶ 
譲
渡
業
者
に
あ
っ
て
は
、
ロ
に
掲
げ
る
情
報
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
情
報
が
判
明
し
て
い
る
場
合
に
は
、

譲
渡
し
に
当
た
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
こ
れ
ら
の
情
報
を
譲
渡
先
に
対
し
て
説
明
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

㈠ 

性
成
熟
時
の
標
準
体
重
、
標
準
体
長
そ
の
他
の
体
の
大
き
さ
に
係
る
情
報 

㈡ 

平
均
寿
命
そ
の
他
の
飼
養
期
間
に
係
る
情
報 

㈢ 

主
な
人
と
動
物
の
共
通
感
染
症
そ
の
他
の
当
該
動
物
が
か
か
る
お
そ
れ
の
高
い
疾
病
の
種
類
及
び
そ
の

予
防
方
法 

㈣ 

不
妊
又
は
去
勢
の
措
置
の
方
法
及
び
そ
の
費
用
（
哺
乳
類
に
属
す
る
動
物
に
限
る
。
） 

㈤ 

㈣
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
み
だ
り
な
繁
殖
を
制
限
す
る
た
め
の
措
置
（
不
妊
又
は
去
勢
の
措
置
を
不

可
逆
的
な
方
法
に
よ
り
実
施
し
て
い
る
場
合
を
除
く
。
） 

㈥ 

性
別
の
判
定
結
果 

㈦ 

生
年
月
日 



 

 

５４ 
 

㈧ 

不
妊
又
は
去
勢
の
措
置
の
実
施
状
況
（
哺
乳
類
に
属
す
る
動
物
に
限
る
。
） 

㈨ 

当
該
動
物
の
病
歴
、
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
状
況 

㈩ 
ロ
⑴
か
ら
⑸
ま
で
及
び
㈠
か
ら
㈨
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
動
物
の
適
正
な
飼
養
又
は
保
管

に
必
要
な
事
項 

⑷ 

届
出
を
し
て
貸
出
業
を
行
う
者
に
あ
っ
て
は
、
ハ
に
掲
げ
る
情
報
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
情
報
が
判
明
し

て
い
る
場
合
に
は
、
貸
出
し
に
当
た
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
こ
れ
ら
の
情
報
を
貸
出
先
に
対
し
て
説
明
す
る

よ
う
努
め
る
こ
と
。 

㈠ 

主
な
人
と
動
物
の
共
通
感
染
症
そ
の
他
の
当
該
動
物
が
か
か
る
お
そ
れ
の
高
い
疾
病
の
種
類
及
び
そ
の

予
防
方
法 

㈡ 

性
別
の
判
定
結
果 

㈢ 

生
年
月
日 

㈣ 

当
該
動
物
の
病
歴
、
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
状
況 

㈤ 

不
妊
又
は
去
勢
の
措
置
の
実
施
状
況
（
哺
乳
類
に
属
す
る
動
物
に
限
る
。
） 



 

 

５５ 
 

㈥ 

ハ
⑴
か
ら
⑸
ま
で
及
び
㈠
か
ら
㈤
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
動
物
の
適
正
な
飼
養
又
は
保
管

に
必
要
な
事
項 

ナ 
第
二
種
動
物
取
扱
業
の
廃
止
等
に
よ
り
、
飼
養
又
は
保
管
を
継
続
す
る
こ
と
が
困
難
な
動
物
が
生
じ
た
場

合
は
、
動
物
が
命
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
譲
渡
し
等
に
よ
っ
て
生
存
の
機
会
を
与
え
る
よ
う
努
め

る
こ
と
。 

ラ 

疾
病
の
回
復
の
見
込
み
が
な
い
場
合
等
や
む
を
得
ず
動
物
を
殺
処
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
で

き
る
限
り
そ
の
動
物
に
苦
痛
を
与
え
な
い
方
法
に
よ
る
こ
と
。 

ム 

毒
へ
び
等
の
有
毒
動
物
の
飼
養
又
は
保
管
を
す
る
場
合
に
は
、
抗
毒
素
血
清
等
の
救
急
医
薬
品
を
備
え
、

又
は
、
医
師
に
よ
る
迅
速
な
救
急
処
置
が
行
え
る
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。 

ウ 

動
物
の
飼
養
又
は
保
管
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
災
害
時
に
お
け
る
動
物
の
健
康
及
び
安
全
の
確
保
並

び
に
人
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産
に
対
す
る
侵
害
の
防
止
を
図
る
た
め
に
、
平
時
よ
り
、
職
員
間
の
連
絡
体

制
及
び
動
物
の
逸
走
時
の
捕
獲
体
制
の
整
備
、
動
物
の
避
難
方
法
の
確
立
、
餌
の
備
蓄
等
の
対
策
を
講
じ
る

こ
と
。 



 

 

５６ 
 

ヰ 

動
物
の
譲
受
け
、
譲
渡
し
、
繁
殖
、
死
亡
等
の
取
り
扱
う
動
物
の
増
減
の
状
況
に
つ
い
て
記
録
し
た
台
帳

を
調
整
し
、
こ
れ
を
五
年
間
保
管
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
犬
猫
等
の
譲
渡
し
を
業
と
し
て
行
う
第
二
種
動
物

取
扱
業
者
が
、
法
第
二
十
四
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
一
条
の
五
第
一
項
に
基
づ
き

犬
猫
等
の
個
体
に
関
す
る
帳
簿
を
備
え
付
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
省
令
は
、
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
一
号
に

掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
第
六
号
ニ
及
び
ホ
並
び
に

第
三
条
第
六
号
ハ
及
び
ニ
の
規
定
は
、
令
和
四
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
法
第
十
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
に
お
け
る
ケ
ー
ジ
等
の
規
模
等
に

つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
第
二
条
第
一
号
ロ
⑶
㈡
及

び
同
号
ハ
⑺
並
び
に
同
条
第
七
号
ソ
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
第
一
号
ロ
⑶
㈠
中



 

 

５７ 
 

「
犬
及
び
猫
以
外
の
動
物
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

２ 
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
の
前
に
法
第
二
十
四
条
の
二
の
二
の
届
出
を
し
た
者
に
お
け
る
ケ
ー
ジ
等
の
規
模
等
に
つ

い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
第
三
条
第
一
号
ロ
⑽
㈤

（ ロ ）

及
び
同
号
ハ
⑺
並
び
に
同
条
第
七
号
ル
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
第
一
号
ロ
⑽
㈤

（ イ ）
中
「
犬
及
び
猫
以
外
の
動
物
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
三
条 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
法
第
十
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
犬
を
飼
養
又
は
保
管
を
し
て
い
る
者
に
お

け
る
一
人
当
た
り
の
犬
の
飼
養
又
は
保
管
を
す
る
頭
数
の
上
限
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し

て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
第
二
条
第
二
号
中
段
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
す
る
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
第
二
条
第
二

号
中
段
中
「
犬
に
つ
い
て
は
二
十
頭
」
と
あ
る
の
は
「
犬
に
つ
い
て
は
三
十
頭
」
と
読
み
替
え
、
「
繁
殖
の
用
に
供

す
る
犬
に
つ
い
て
は
十
五
頭
」
と
あ
る
の
は
「
繁
殖
の
用
に
供
す
る
犬
に
つ
い
て
は
二
十
五
頭
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。 

３ 

前
項
に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
す
る
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
第
二
条
第
二
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号
中
段
中
「
犬
に
つ
い
て
は
二
十
頭
」
と
あ
る
の
は
「
犬
に
つ
い
て
は
二
十
五
頭
」
と
読
み
替
え
、
「
繁
殖
の
用
に

供
す
る
犬
に
つ
い
て
は
十
五
頭
」
と
あ
る
の
は
「
繁
殖
の
用
に
供
す
る
犬
に
つ
い
て
は
二
十
頭
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。 

第
四
条 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
法
第
十
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
猫
を
飼
養
又
は
保
管
を
し
て
い
る
者
に
お

け
る
一
人
当
た
り
の
猫
の
飼
養
又
は
保
管
を
す
る
頭
数
の
上
限
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し

て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
第
二
条
第
二
号
中
段
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
す
る
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
第
二
条
第
二

号
中
段
中
「
猫
に
つ
い
て
は
三
十
頭
」
と
あ
る
の
は
「
猫
に
つ
い
て
は
四
十
頭
」
と
読
み
替
え
、
「
繁
殖
の
用
に
供

す
る
猫
に
つ
い
て
は
二
十
五
頭
」
と
あ
る
の
は
「
繁
殖
の
用
に
供
す
る
猫
に
つ
い
て
は
三
十
五
頭
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。 

３ 

前
項
に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
す
る
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
第
二
条
第
二

号
中
段
中
「
猫
に
つ
い
て
は
三
十
頭
」
と
あ
る
の
は
「
猫
に
つ
い
て
は
三
十
五
頭
」
と
読
み
替
え
、
「
繁
殖
の
用
に

供
す
る
猫
に
つ
い
て
は
二
十
五
頭
」
と
あ
る
の
は
「
繁
殖
の
用
に
供
す
る
猫
に
つ
い
て
は
三
十
頭
」
と
読
み
替
え
る
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も
の
と
す
る
。 

第
五
条 

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
の
前
に
法
第
二
十
四
条
の
二
の
二
の
届
出
を
し
た
者
に
お
け
る
犬
を
飼
養
又
は
保
管

す
る
場
合
の
一
人
当
た
り
の
飼
養
又
は
保
管
を
す
る
頭
数
の
上
限
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算

し
て
二
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
第
三
条
第
二
号
中
段
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
す
る
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
第
三
条
第
二

号
中
段
中
「
犬
に
つ
い
て
は
二
十
頭
」
と
あ
る
の
は
「
犬
に
つ
い
て
は
三
十
頭
」
と
読
み
替
え
、
「
繁
殖
の
用
に
供

す
る
犬
に
つ
い
て
は
十
五
頭
」
と
あ
る
の
は
「
繁
殖
の
用
に
供
す
る
犬
に
つ
い
て
は
二
十
五
頭
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。 

３ 

前
項
に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
す
る
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
第
三
条
第
二

号
中
段
中
「
犬
に
つ
い
て
は
二
十
頭
」
と
あ
る
の
は
「
犬
に
つ
い
て
は
二
十
五
頭
」
と
読
み
替
え
、
「
繁
殖
の
用
に

供
す
る
犬
に
つ
い
て
は
十
五
頭
」
と
あ
る
の
は
「
繁
殖
の
用
に
供
す
る
犬
に
つ
い
て
は
二
十
頭
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。 

第
六
条 

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
の
前
に
法
第
二
十
四
条
の
二
の
二
の
届
出
を
し
た
者
に
お
け
る
猫
を
飼
養
又
は
保
管
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す
る
場
合
の
一
人
当
た
り
の
飼
養
又
は
保
管
を
す
る
頭
数
の
上
限
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算

し
て
二
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
第
三
条
第
二
号
中
段
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
す
る
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
第
三
条
第
二

号
中
段
中
「
猫
に
つ
い
て
は
三
十
頭
」
と
あ
る
の
は
「
猫
に
つ
い
て
は
四
十
頭
」
と
読
み
替
え
、
「
繁
殖
の
用
に
供

す
る
猫
に
つ
い
て
は
二
十
五
頭
」
と
あ
る
の
は
「
繁
殖
の
用
に
供
す
る
猫
に
つ
い
て
は
三
十
五
頭
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。 

３ 

前
項
に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
す
る
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
第
三
条
第
二

号
中
段
中
「
猫
に
つ
い
て
は
三
十
頭
」
と
あ
る
の
は
「
猫
に
つ
い
て
は
三
十
五
頭
」
と
読
み
替
え
、
「
繁
殖
の
用
に

供
す
る
猫
に
つ
い
て
は
二
十
五
頭
」
と
あ
る
の
は
「
繁
殖
の
用
に
供
す
る
猫
に
つ
い
て
は
三
十
頭
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。 

第
七
条 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
法
第
十
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
に
お
け
る
犬
及
び
猫
の
双
方
を
飼

養
又
は
保
管
す
る
場
合
の
一
人
当
た
り
の
飼
養
又
は
保
管
を
す
る
頭
数
の
上
限
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の

日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
第
二
条
第
二
号
た
だ
し
書
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
令
和
四
年
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六
月
一
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
附
則
別
表
第
一
に
定
め
る
と
お
り
と
し
、
令
和
五
年

六
月
一
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
附
則
別
表
第
二
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。 

２ 

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
の
前
に
法
第
二
十
四
条
の
二
の
二
の
届
出
を
し
た
者
に
お
け
る
犬
及
び
猫
の
双
方
を
飼
養

又
は
保
管
す
る
場
合
の
一
人
当
た
り
の
飼
養
又
は
保
管
を
す
る
頭
数
の
上
限
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日

か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
第
三
条
第
二
号
た
だ
し
書
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
令
和
五
年
六

月
一
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
附
則
別
表
第
一
に
定
め
る
と
お
り
と
し
、
令
和
六
年
六

月
一
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
附
則
別
表
第
二
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。 

第
八
条 

こ
の
省
令
の
公
布
の
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
獣
医
師
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
六
号

）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
健
康
診
断
に
係
る
診
断
書
は
、
第
二
条
第
四
号
ハ
及
び
第
三
条
第

四
号
イ
⑶
の
診
断
書
と
み
な
す
。
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附
則
別
表
第
一 

 

七
頭 

六
頭 

五
頭 

四
頭 

三
頭 

二
頭 

一
頭 

一 
飼
養
又
は
保
管
を
す 

る
犬
の
頭
数 

六
頭 

五
頭 

四
頭 

三
頭 

二
頭 

一
頭 

二 

一
の
う
ち
繁
殖
の
用 

に
供
す
る
犬
の
頭
数 

三
十
頭 

三
十
一
頭 

三
十
二
頭 

三
十
三
頭 

三
十
四
頭 

三
十
五
頭 

三
十
六
頭 

三
十
七
頭 

三
十
八
頭 

三
十
九
頭 

三 

飼
養
又
は
保
管
を
す 

る
猫
の
頭
数 

二
十
六
頭 

二
十
七
頭 

二
十
八
頭 

二
十
九
頭 

三
十
頭 

三
十
一
頭 

三
十
二
頭 

三
十
三
頭 

三
十
四
頭 

四 

三
の
う
ち
繁
殖
の
用 

に
供
す
る
猫
の
頭
数 
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十
七
頭 

十
六
頭 

十
五
頭 

十
四
頭 

十
三
頭 

十
二
頭 

十
一
頭 

十
頭 

九
頭 

八
頭 

十
四
頭 

十
三
頭 

十
二
頭 

十
一
頭 

十
頭 

九
頭 

八
頭 

七
頭 

十
七
頭 

十
八
頭 

十
九
頭 

二
十
頭 

二
十
一
頭 

二
十
二
頭 

二
十
三
頭 

二
十
四
頭 

二
十
五
頭 

二
十
六
頭 

二
十
七
頭 

二
十
八
頭 

二
十
九
頭 

十
五
頭 

十
六
頭 

十
七
頭 

十
八
頭 

十
九
頭 

二
十
頭 

二
十
一
頭 

二
十
二
頭 

二
十
三
頭 

二
十
四
頭 

二
十
五
頭 
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二
十
七
頭 

二
十
六
頭 

二
十
五
頭 

二
十
四
頭 

二
十
三
頭 

二
十
二
頭 

二
十
一
頭 

二
十
頭 

十
九
頭 

十
八
頭 

二
十
三
頭 

二
十
二
頭 

二
十
一
頭 

二
十
頭 

十
九
頭 

十
八
頭 

十
七
頭 

十
六
頭 

十
五
頭 

四
頭 

五
頭 

六
頭 

七
頭 

八
頭 

九
頭 

十
頭 

十
一
頭 

十
二
頭 

十
三
頭 

十
四
頭 

十
五
頭 

十
六
頭 

四
頭 

五
頭 

六
頭 

七
頭 

八
頭 

九
頭 

十
頭 

十
一
頭 

十
二
頭 

十
三
頭 

十
四
頭 
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備
考 

 

一 

犬
及
び
猫
の
頭
数
は
、
親
と
同
居
す
る
子
犬
又
は
子
猫
の
頭
数
及
び
繁
殖
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
や
め
た
犬 

 
 

 
 

又
は
猫
の
頭
数
（
そ
の
者
の
飼
養
施
設
に
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。 

二 

一
人
当
た
り
の
飼
養
又
は
保
管
を
す
る
犬
又
は
猫
の
頭
数
に
対
し
て
、
猫
又
は
犬
の
頭
数
の
組
合
せ
が
複
数 

あ
る
場
合
は
、
最
大
値
が
上
限
と
な
る
。 

二
十
九
頭 

二
十
八
頭 

二
十
四
頭 

 

一
頭 

二
頭 

三
頭 

一
頭 

二
頭 

三
頭 
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附
則
別
表
第
二 

七
頭 

六
頭 

五
頭 

四
頭 

三
頭 

二
頭 

一
頭 

一 
飼
養
又
は
保
管
を
す 

る
犬
の
頭
数 

六
頭 

五
頭 

四
頭 

三
頭 

二
頭 

一
頭 

二 

一
の
う
ち
繁
殖
の
用 

に
供
す
る
犬
の
頭
数 

二
十
五
頭 

二
十
六
頭 

二
十
七
頭 

二
十
八
頭 

二
十
九
頭 

三
十
頭 

三
十
一
頭 

三
十
二
頭 

三
十
三
頭 

三
十
四
頭 

三 

飼
養
又
は
保
管
を
す 

る
猫
の
頭
数 

二
十
一
頭 

二
十
二
頭 

二
十
三
頭 

二
十
四
頭 

二
十
五
頭 

二
十
六
頭 

二
十
七
頭 

二
十
八
頭 

二
十
九
頭 

四 

三
の
う
ち
繁
殖
の
用 

に
供
す
る
猫
の
頭
数 
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十
六
頭 

十
五
頭 

十
四
頭 

十
三
頭 

十
二
頭 

十
一
頭 

十
頭 

九
頭 

八
頭 

十
三
頭 

十
二
頭 

十
一
頭 

十
頭 

九
頭 

八
頭 

七
頭 

 

十
二
頭 

十
三
頭 

十
四
頭 

十
五
頭 

十
六
頭 

十
七
頭 

十
八
頭 

十
九
頭 

二
十
頭 

二
十
一
頭 

二
十
二
頭 

二
十
三
頭 

二
十
四
頭 

十
頭 

十
一
頭 

十
二
頭 

十
三
頭 

十
四
頭 

十
五
頭 

十
六
頭 

十
七
頭 

十
八
頭 

十
九
頭 

二
十
頭 
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備
考 

 

一 

犬
及
び
猫
の
頭
数
は
、
親
と
同
居
す
る
子
犬
又
は
子
猫
の
頭
数
及
び
繁
殖
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
や
め
た
犬

又
は
猫
の
頭
数
（
そ
の
者
の
飼
養
施
設
に
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。 

二
十
四
頭 

二
十
三
頭 

二
十
二
頭 

二
十
一
頭 

二
十
頭 

十
九
頭 

十
八
頭 

十
七
頭 

十
九
頭 

十
八
頭 

十
七
頭 

十
六
頭 

十
五
頭 

十
四
頭 

一
頭 

二
頭 

三
頭 

四
頭 

五
頭 

六
頭 

七
頭 

八
頭 

九
頭 

十
頭 

十
一
頭 

一
頭 

二
頭 

三
頭 

四
頭 

五
頭 

六
頭 

七
頭 

八
頭 

九
頭 
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又
は
猫
の
頭
数
（
そ
の
者
の
飼
養
施
設
に
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。 

 

二 
一
人
当
た
り
の
飼
養
又
は
保
管
を
す
る
犬
又
は
猫
の
頭
数
に
対
し
て
、
猫
又
は
犬
の
頭
数
の
組
合
せ
が
複
数

あ
る
場
合
は
、
最
大
値
が
上
限
と
な
る
。 
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別
表
（
第
二
条
第
二
号
、
第
三
条
第
二
号
関
係
） 

七
頭 

六
頭 

五
頭 

四
頭 

三
頭 

二
頭 

一
頭 

一 
飼
養
又
は
保
管
を
す 

る
犬
の
頭
数 

五
頭 

四
頭 

三
頭 

二
頭 

一
頭 

二 

一
の
う
ち
繁
殖
の
用 

に
供
す
る
犬
の
頭
数 

二
十
頭 

二
十
一
頭 

二
十
二
頭 

二
十
三
頭 

二
十
四
頭 

二
十
五
頭 

二
十
六
頭 

二
十
七
頭 

二
十
八
頭 

二
十
九
頭 

三 

飼
養
又
は
保
管
を
す 

る
猫
の
頭
数 

十
七
頭 

十
八
頭 

十
九
頭 

二
十
頭 

二
十
一
頭 

二
十
二
頭 

二
十
三
頭 

二
十
四
頭 

四 

三
の
う
ち
繁
殖
の
用 

に
供
す
る
猫
の
頭
数 



 

 

７１ 
 

十
五
頭 

十
四
頭 

十
三
頭 

十
二
頭 

十
一
頭 

十
頭 

九
頭 

八
頭 

 

十
一
頭 

十
頭 

九
頭 

八
頭 

七
頭 

六
頭 

 

七
頭 

八
頭 

九
頭 

十
頭 

十
一
頭 

十
二
頭 

十
三
頭 

十
四
頭 

十
五
頭 

十
六
頭 

十
七
頭 

十
八
頭 

十
九
頭 

六
頭 

七
頭 

八
頭 

九
頭 

十
頭 

十
一
頭 

十
二
頭 

十
三
頭 

十
四
頭 

十
五
頭 

十
六
頭 



 

 

７２ 
 

 

備
考 

 

一 

犬
及
び
猫
の
頭
数
は
、
親
と
同
居
す
る
子
犬
又
は
子
猫
の
頭
数
及
び
繁
殖
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
や
め
た
犬 

 

又
は
猫
の
頭
数
（
そ
の
者
の
飼
養
施
設
に
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。 

 

二 

一
人
当
た
り
の
飼
養
又
は
保
管
を
す
る
犬
又
は
猫
の
頭
数
に
対
し
て
、
猫
又
は
犬
の
頭
数
の
組
合
せ
が
複
数 

 

あ
る
場
合
は
、
最
大
値
が
上
限
と
な
る
。 

 

十
九
頭 

十
八
頭 

十
七
頭 

十
六
頭 

十
四
頭 

十
三
頭 

十
二
頭 

一
頭 

二
頭 

三
頭 

四
頭 

五
頭 

六
頭 

一
頭 

二
頭 

三
頭 

四
頭 

五
頭 


